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はじめに 

 
①検討の背景・経緯 

 箕面市では 445戸の市営住宅（※）を管理しており、住宅に困窮する低額所得者等に供給
している。しかし、１年間に発生する空家は数戸であるため、住宅に困窮する市民に対して

十分に対応しているとはいえない状況である。そこで、本市における住宅困窮者像を明らか

にした上で、市営住宅の役割を整理し、的確な市営住宅等の供給・管理のあり方について、

平成 18、19年度の２カ年で検討することとした。 
 検討は、市関係部局の課長級からなる「市営住宅等供給・管理策定チーム」を庁内で組織

するとともに、専門的意見やいろいろな立場の意見を参考にする必要があるため、学識経験

者や関係団体、市民からなる「市営住宅等供給・管理検討会」を組織して進めてきた。 
 
②本書の位置づけ 

 本書は、これまでの検討成果をもとに、今後、概ね 10年間を想定し、その間の「市営住宅
等の役割」および、「供給・管理方策」等をとりまとめたものである。ただし、施策を進めな

がらその効果を順次検証するとともに、社会経済情勢や制度改正の動向なども見据えながら、

必要に応じて中間評価を行い、見直しを行うものとする。 
 
 
（※）市営住宅…箕面市の管理する住宅（公営住宅法に基づく公営住宅、住宅地区改良法に基

づく改良住宅、これらに基づかない中堅所得者向けの市単独住宅）の総称。 
        （ただし、４章においては、特記のない限り、市単独住宅（牧落住宅）を除

いたものの呼称として使用している）   
         
 
 
 

 
平成２０年（2008年）５月 

 
箕面市 
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１．市営住宅等を取り巻く状況 

（１）市営住宅等の施策経緯 

・ 箕面市においては、低額所得の市民の生活の安定、住環境改善などの政策課題に対応す

るため、これまで市営住宅の整備をすすめてきた。特に同和地区内においては、昭和 40
年の国の「同和対策審議会答申」や昭和 44年に時限立法として制定された「同和対策事
業特別措置法」の主旨のもと、「箕面市同和対策事業１０ヶ年計画」を策定するなど、同

和対策事業を推進し、その一環として、当時の劣悪な住環境の改善のための公営住宅や

改良住宅を建設してきた経緯がある。 
・ 一般的に全国の都市部においては、高度成長期に人口流入による住宅不足の解消のため

公営住宅等の大量供給が行われてきたため、この時期の公営住宅等のストックが多い。

それに対して、箕面市では民間住宅開発と住宅公団（当時）がその役割を担い、市はそ

れを適切にコントロールすることで対応してきたため、他都市のように、この時期の公

営住宅等のストック数が多くはないという特徴を持っている。 
・ 少子高齢社会を迎え、箕面市においても公営住宅等の低廉な家賃で安心して住まえる住

宅に対する需要が高まってきた。そこで、平成７年より、民間土地所有者等が建設する

賃貸住宅を借上げた市営借上住宅の供給をすすめ、平成９年に策定した箕面市住宅マス

タープランにおいては、市営借上住宅の供給促進を位置付け、平成 16 年度までに 78 戸
を供給してきた。 

・ 平成 19年１月現在、385戸の公営住宅・改良住宅と、中堅所得者向けの市単独住宅を 60
戸管理している。 

市営住宅 一覧表 

 
NO 団地名 建設年度 構造 階数 戸数

住戸専用 

床面積 
家賃（※） 

1 瀬川住宅 S46～48 RC 4 64 39.8～41.8㎡ 11,000～20,900円

2 如意谷住宅 S45～48 RC 3 24 37.1～41.3㎡ 9,400～18,300円

3 桜ヶ丘南住宅 H5～6 RC 3 45 57.2～79.9㎡ 23,900～55,300円

4 桜ヶ丘住宅 S39～63 RC 2・4 48 38.6～73.6㎡ 8,800～47,000円

5 北芝住宅 S46～H4 RC 3・4 126 43.2～75.0㎡ 12,800～47,600円

市営 

直建 

 小   計 － － － 307 － －

6 メイプルコート H7 Ｓ 2 8 58.5～59.7㎡ 23,300～39,400円

7 アルセ箕面 H9 RC 2 6 58.6～75.9㎡ 25,400～54,600円

8 トーシンコーポ箕面 H10 RC 2 5 57.5～75.7㎡ 23,800～51,800円

9 パルコスモス H14 RC 2 7 51.0～76.5㎡ 23,500～58,500円

10 リヴィエール白島 H15 RC 5 15 56.3～65.4㎡ 24,700～47,500円

11 アネシス箕面 H15 RC 4 12 58.6～63.0㎡ 25,700～45,700円

12 ソレーユ関西 H16 Ｓ 2 7 61.4～74.6㎡ 28,800～57,900円

13 グラシア箕面 H16 RC 5 12 53.6～75.3㎡ 23,600～54,900円

14 ローズコート箕面 H16 RC 2 6 60.0～65.2㎡ 26,400～47,500円

市営 

借上 

 小   計 － － － 78 － －

市 

単独 
15 牧落住宅 S43 RC 7 60 44.3㎡ 27,500～28,000円

市営住宅 合計 － － － 445 － －

※本来入居者(公営･改良の場合収入分位 0～25％)の家賃を示す。 
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・ 箕面市の１世帯あたり市営住宅数は１％弱で周辺市と同程度である。一方、府営住宅は

326 戸で、１世帯あたりの府営住宅数は 0.6％と池田市以外の周辺市と比べると少ない。
従って、１世帯あたりの市営・府営住宅数は 1.5％と、他市と比べると低めである。 

・ また、市営住宅・府営住宅以外に、府公社賃貸住宅 440戸、都市再生機構賃貸住宅 1,035
戸、特定優良賃貸住宅 165戸がある。 

 

参考：周辺市との公共賃貸住宅数の比較 

   箕面市 池田市 豊中市 吹田市 茨木市 大阪府 

市営住宅（Ａ） 445 368 2,091 773 218 109,133 

府営住宅（Ｂ） 326 307 5,369 9,490 3,639 135,995

市営･府営住宅計（Ｃ） 771 675 7,460 10,263 3,857 245,128

府公社賃貸住宅 440 416 1,637 2,906 785 25,179

 

都市再生機構賃貸住宅 1,035 2,157 7,933 8,337 2,287 117,143

公共賃貸住宅計（Ｄ） 2,246 3,248 17,030 21,506 6,929 387,450

世帯数（Ｅ） 51,646 43,401 161,418 149,525 105,782 3,654,293

１世帯あたり市営住宅数(Ａ/Ｅ) 0.9% 0.8% 1.3% 0.5% 0.2% 3.0%

１世帯あたり府営住宅数(Ｂ/Ｅ) 0.6% 0.7% 3.3% 6.3% 3.4% 3.7%

１世帯あたり市営･府営住宅数(Ｃ/Ｅ) 1.5% 1.6% 4.6% 6.9% 3.6% 6.7%

１世帯あたり公共賃貸住宅数(Ｄ/Ｅ) 4.3% 7.5% 10.6% 14.4% 6.6% 10.6%

注）箕面市の公共賃貸住宅数は、実績（平成 18 年現在） 

  他市の公共賃貸住宅数は、平成 17 年大阪府統計年鑑による 

  世帯数は、平成 17 年国勢調査 
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（２）国における住宅政策の転換 

・ 我が国の住宅政策は、住宅不足の解消と居住水準の向上のため、住宅建設計画法に基づ

き、計画的な住宅供給を中心として取り組まれてきた。近年、住宅ストック量の充足と

本格的な少子高齢社会、人口減少社会を迎え、住宅政策の枠組みが大きく転換されてき

た。平成 18年には、住宅建設計画法が廃止されて新たに住生活基本法が制定された。こ
れにより、住宅政策は、国および都道府県等が定めた住生活基本計画をもとに推進され

ることとなった。 
・ 新しい住宅政策の枠組みのなかでは、「市場政策」と「既存ストックの有効活用」の視点

が重視されている。そのなかで、低額所得者や高齢者・障害者などの居住の安定の確保

に向けても、これまでの公営住宅の建設供給を中心とした考え方が転換されている。即

ち、市場において自力では適正な水準の住宅を確保することのできない低額所得者や高

齢者・障害者などの多様な住宅困窮者に対して、既存ストックを有効活用し、公営住宅

のみならず、機構・公社等の公的賃貸住宅や民間賃貸住宅を含めた、重層的かつ柔軟な

住宅セーフティネットの構築を図るべきとされている。この考え方は、平成 19年 7月に
施行された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」およびこ

れに基づく「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針」

（国土交通省告示 1165号（H19.9.4））により明確に位置づけられている。 
・ これらのなかで、公営住宅においては、施策対象に対して公平かつ的確に供給されるよ

うな制度の見直しが必要とされており、公営住宅法令の改正がなされてきた。例えば、

平成 18年の改正では、精神障害者、知的障害者およびＤＶ被害者の単身入居が可能とな
るなどの入居要件の見直しや、収入超過者に係る家賃制度の見直しなどがなされた。ま

た、平成 19年の改正では、入居収入基準や家賃算定方法についても見直しがなされた。 
・ 箕面市においては、以上のような国の住宅政策の転換を踏まえつつ、市の特色や実情に

応じた新しい市営住宅施策の方向を見定めていく必要がある。    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：国土交通省 「今後の公的
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賃貸住宅制度のあり方に関する建議」関係資料）



（３）箕面市の財政面からみた状況 

 １）箕面市の財政状況と改革への取り組み 

・ 箕面市の財政状況をみると、市税収入では、平成９年度には約２５４億円であったのが、

平成１９年度では、約２２２億円と、１０年間で約３２億円（１２％）も減少している。

競艇事業からの一般財源への繰出は、平成２、３年度には約７０億円であったのが、平

成１９年度では５億円と、約６５億円もの大幅な減少となっている。今後の見通しとし

ても、税制改正等に伴い、市税収入が増収見込みにあるものの、三位一体改革に伴い、

一般財源総額の大きな減少が見込まれるなど、極めて厳しい状況にある。 
・ このような状況に対応するため、これまでも経営再生プログラムによって取り組んでき

たが、今後も「集中改革プラン」によって取り組みを強化しているところである。 
 

 

 

 

 

 

取り組み項目（改革処方箋）   

―市営住宅に関連するものを抜粋― 

●民間企業やＮＰＯへの業務委託   

●「地域でできることは地域へ」行政の守備範囲の見直し 

●使用料や手数料などの受益者負担の適正化   

●公共施設の統合化を含めた配置見直し 
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２）市営住宅に関わる歳出・歳入の状況 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

Ｈ1 Ｈ2 Ｈ3 Ｈ4 Ｈ5 Ｈ6 Ｈ7 Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16

物件費

・ 歳出については、平成７

年からの市営借上住宅の

導入により物件費（需用

費、委託料、賃借料など）

が大幅に伸び、平成 16年
度には年間１億円を超え

ている。普通建設事業費

については、平成 6 年度
以降は建替事業や新規建

設事業を行っておらず、

大きな歳出がない状況で

ある。 

人件費

維持補修費
補助費等

貸付金

（年度）

積立金

図 歳出（普通建設事業費を除く）の推移（単位：千円） 
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0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

Ｈ1 Ｈ2 Ｈ3 Ｈ4 Ｈ5 Ｈ6 Ｈ7 Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16

・ 歳入については、市営借

上住宅の導入による使用

料収入は歳出（物件費）

と比べると伸び率が低く、

収支のバランスが悪い状

況が続いているといえる。

市営借上住宅を導入した

背景には、市が直接建設

する場合に比べ、土地取

得費・建設費がかからな

いため事業費の平準化が

図られ、建物を所有しな

いことからライフサイク

ルコストとして見た場合

のメリットがあったが、

今後収支バランスの検証

が必要である。 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Ｈ1 Ｈ2 Ｈ3 Ｈ4 Ｈ5 Ｈ6 Ｈ7 Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16

普通建設事業

（年度）

図 普通建設事業費（歳出）の推移（単位：千円） 

注：平成 6年度は、桜ヶ

丘南住宅の建替事

業のために、歳出・

歳入とも増加して

いる。 
使用料手数
一般財源等

国庫支出金

（年度）

地方債

図 歳入の推移（単位：千円） 資料：箕面市 
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ほぼ対応
している
17.5%

ほとんど
対応
できて
いない
60.2%

対応して
いる箇所
もある
22.2%

（４）市営住宅の状況 

 (4)-1 市営住宅の物的状況 

①建設時期 

・ 昭和 56年 5月以前に建設された、い
わゆる旧耐震基準の住宅が約 6 割を
占めている。  

 
 
 
 
②住戸規模 

・ 住戸規模は 60 ㎡以上が約半数を占め
るなど、賃貸住宅としては比較的規模

が大きい（箕面市の賃貸住宅全体の平

均住戸規模は約 47㎡である）。 
 
 
 
 
③バリアフリー 

・ ３階建て以上の住宅が 20棟（382戸）
あるが、そのうちエレベーター設置の

住宅は 8棟（130戸）である。 

70㎡以上
80㎡未満
75戸
16.9%

40㎡未満
48戸
10.8%

60㎡以上
70㎡未満
121戸
27.2%

40㎡以上
50㎡未満
132戸
29.7%

50㎡以上
60㎡未満
69戸
15.5%

H13～17
 15.3%H8～12

 2.9%

H3～7
 15.3%

S61～H2
 6.2%

S45以前
6.2%

S46～55
 54.0%

図 市営住宅の建設時期（Ｈ18）

資料：箕面市

図 市営住宅の住戸専用面積（Ｈ18）

資料：箕面市

表 住棟階数別ＥＶの設置状況（Ｈ18）

資料：箕面市

3 階建以上 

 
2階建

以下
ＥＶ 

設置 

ＥＶ 

未設置 

合計

棟数 18＊ 8 13 27

戸数 63 130 252 445

(割合) 14.2% 29.2% 56.6% 100.0%

＊2戸 1住宅 12 棟を含む 

・ 住戸内のバリアフリーについては、現

行の公営住宅整備基準にほぼ対応し

ている住宅は全体の 17.5％であり、ほ
とんど対応できていない住宅が

60.2％である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）公営住宅整備基準「高齢者等への配慮に関すること」の概要

廊下

玄関

便所

浴室

くつずりと玄関外側の高低差：20mm以下

くつずりと玄関土間の高低差：５mm以下

有効幅員：750mm以上

手すり（靴等着脱のため。設置準備を含む）

有効幅員：780mm以上

腰掛式であること

段差：5mm以下

部屋間の段差：300mm以上450mm以下

バルコニー：180mm以下のまたぎ段差で、段差部に手すり設置

手すり設置（立ち座り補助）

内外の高低差120mm以下、またぎ高さ180mm以下＋手すり

出入り口の幅員：600mm以下

手すり設置（浴槽出入り）
図 住戸バリアフリー対応状況（Ｈ18）

資料：箕面市



 (4)-2 入居者の状況 

①世帯の型 

・ 市営住宅入居世帯のうち、高齢単身

（65 歳以上）と高齢夫婦のみ（どち
らかが 65歳以上）が全体の 22％を占
めている。 

・ また、「ひとり親と子ども」の世帯も

全体の 19％と高い割合である。 
 

②居住年数 

・ 直接建設住宅への居住年数は 20年以上の世帯が 45％を占め、10年以上が 74％を占める
など、長期にわたる居住世帯が非常に多い。市営借上住宅は 5年未満が 78％を占めるが、
これは平成 7～16年に管理開始したためである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

単身
（65歳以上）
12%

夫婦のみ（どちら
かが65歳以上）

10%

単身
（65歳未満）

3%

夫婦のみ
（65歳未満）

4%

夫婦と
子ども
33%

ひとり親と
子ども
19%

その他
（不明含）
19%

図 世帯の型（Ｈ18）

資料：箕面市

7.0%

9.1%

6.7%

14.3%

12.6%

7.8%

17.0% 11.5% 45.3%

68.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市営住宅
借上
（N＝77)

市営住宅
直接建設
（N＝358)

3年未満 3～5年未満 5～10年未満 10～15年未満 15～20年未満 20年以上

5 年 20 年10 年

図 居住年数（Ｈ18）資料：箕面市 

③世帯人数と住戸規模 

・ 市営住宅居住世帯の世帯人員は、２人世帯が 126 世帯と最も多いが、３人以上世帯を合
計すると 241世帯となっており、特に小規模世帯に偏っているという状況ではない。 

・ 世帯人員数と住戸規模は、下表のように必ずしもマッチングしているとはいえない。最

低居住面積水準未満世帯が 81世帯いる一方で、都市型誘導居住面積水準以上世帯が 123
世帯となっている。 

 

 

表 世帯人員数別住戸規模別世帯数（Ｈ18）  資料：箕面市 

都市型誘導居
住面積水準 
 1 人-40 ㎡ 
 2 人-55 ㎡ 
 3 人-75 ㎡ 
 …(以下略) 
*10 歳未満は人数
により低減あり 

 
上記以上世帯 
  123 世帯 
 

30～40㎡
      未満

40～50㎡
      未満

50～60㎡
      未満

60～70㎡
      未満

70㎡以上 総計

1人世帯 11 20 11 16 5 63
17.5% 31.7% 17.5% 25.4% 7.9% 100.0%

2人世帯 10 34 31 36 15 126
7.9% 27.0% 24.6% 28.6% 11.9% 100.0%

3人世帯 9 22 17 27 13 8
10.2% 25.0% 19.3% 30.7% 14.8% 100.0%

4人世帯 8 36 6 25 19 94
8.5% 38.3% 6.4% 26.6% 20.2% 100.0%

5人世帯 5 14 1 12 16 48
10.4% 29.2% 2.1% 25.0% 33.3% 100.0%

6人以上 1 2 3 5
　　世帯 9.1% 18.2% 27.3% 45.5% 100.0%

43 128 68 121 75 435
9.9% 29.4% 15.6% 27.8% 17.2% 100.0%

総計

8

11

最低居住面積
水準 
 1 人-25 ㎡ 
 2 人-30 ㎡ 
 3 人-40 ㎡ 
 4 人-50 ㎡ 
 5 人-57 ㎡ 
 6 人-66.5 ㎡ 
 7 人-76 ㎡ 
*10 歳未満は人数
により低減あり 

 
上記未満世帯 
  81 世帯 
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 (4)-3 入居制度に関する状況 

①家賃に関する状況 

①-1 家賃の算定方法（公営住宅法による規定） 

・ 市営住宅（公営住宅・改良住宅）の家賃は、応能応益方式で、法律で定められた算定式

により入居者の収入等に応じて定められる。現行の家賃(減免前の本来家賃)は p.2の表に
示している。市営住宅のなかでも、近年建設された市営借上住宅と建設後数十年が経過

した市営住宅の居住性能には格差があるが、家賃の差は居住性能の差ほど大きくないの

ではないかという意見もある。 
 （事業主体が

定める事項）
（国が定める事項） 

  

家賃 
家賃算定 

基礎額 × 
立地 

係数 × 
規模 

係数 

経過年数 

係数 

利便性 

係数 
 

＝ × × 
 
 0.5～1.3 までの間

で事業主体が定め

る。箕面市では団地

の立地等に応じて

0.75～0.85 の間で

定めている 

住戸面積に

応じて決定

建築物の経

過年数によ

って決定 

各市町村の

地価等を踏

まえて決定

入居者の収

入に応じて

決定 
 
 

 
 
 ①-2 家賃減免制度（箕面市が独自に定める制度） 

・ 箕面市では、特に低額所得の世帯などに対しては家賃の減免制度を設けており、住宅の

困窮状況に応じて低廉な家賃で供給している。 

収入が低い場合は、入居者の収入。長期療養及び災害を受けた

場合は、入居者の収入から療養費及び損害額を控除した後の額
減額率 

0円 0.8 

0円を超え 10,000円以下 0.7 

10,000円を超え 20,000円以下 0.6 

20,000円を超え 30,000円以下 0.5 

30,000円を超え 40,000円以下 0.4 

40,000円を超え 50,000円以下 0.3 

50,000円を超え 62,000円以下 0.2 

 

58
68

74

86

99

130 131
123

37

0

20

40

60

80

100

120

140

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

世帯数

家賃減免者数
・ 高齢化や景気停滞等の影響で家

賃減免者は平成 10年から 16年
の間に約 3.5倍に増加した。 

 
 
 
 
 
 

(平成 18年度は、平成 19年 2月現在)
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図 家賃減免者数の推移（Ｈ10～18）

資料：箕面市調べ



 
①-3 家賃負担の状況 

   ・以上の算定式と減免制度の利用により、市営住宅入居者の家賃負担額は、４万円未満が

約 9割強となっており、2万円未満も 5割と、民間賃貸住宅と比べて低い負担となって
いる。 

   ・特に家賃減免を受けている世帯では家賃 1万円未満の世帯が８割強を占めている。 
 

11.5%

44.5%

12.2%

37.3%

17.2%

10.0%

19.7%

8.7%

4.5%

10.2%

10.1%

2.7%

12.6%

27.4%

36.3%

5.5%

7.4%

0.3%

3.7%

0.9%

3.2%

4.3% 4.0%

3.0%

1.5%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市営住宅居住世帯
（N＝435)

うち家賃減免あり
（N＝110)

うち家賃減免なし
（N＝325)

5千円未満 5千円～1万円未満 1～1.5万円未満 1.5万円～2万円未満

2万円～2.5万円未満 2.5万円～3万円未満 3万円～4万円未満 4万円～5万円未満

5万円～6万円未満 6万円以上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 家賃負担の状況（Ｈ18.6 現在）

資料：箕面市調べ 
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②収入超過者・高額所得者 

 ・公営住宅法では、公営住宅に引き続

き３年以上入居し、かつ入居基準を

超える収入のあるもの（＝収入超過

者）については、明け渡しに努める

こととしている。 

 ・また、公営住宅に５年以上入居し、

最近２年間の収入が収入分位 60％

(*)を超える者（＝高額所得者）に

ついては、事業主体(＝市)が明け渡

しを請求することができるとして

いる。 

43 42 43 43 43
37 35 35

11 10 7
5 6 6

1010

0

10

20

30

40

50

60

70

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

世帯数

高額所得者数

収入超過者数

図 収入超過者・高額所得者の推移（Ｈ11～18）

資料：箕面市調べ

・箕面市において、収入超過者・高額所得者は平成 15～16 年の間に比較的まとまった減少

が見られるが、その他はほぼ横ばいで推移している。 

  ※収入分位…総務省の貯蓄動向調査において、全世帯を収入別に分布させたもの。例えば、収入分位

25％といった場合には、全世帯を収入の低い順に並べ、全世帯の収入の低い方から 4 分

の 1（25％）番目に該当する収入をいう。 

 

32
44 43 38 41

49 47 52

0

20

40

60

80

100

120

140

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

世帯数

滞納者数

③家賃滞納者 

 ・家賃滞納者は増加傾向にあり、平成

10 年に 32 世帯だったのが、平成 17

年には 52 世帯になっている。 

 ・なお、平成 16 年度に滞納整理要領

を定め、家賃滞納者対策への取り組

みを強化している。 

 

 
図 滞納者の推移（Ｈ10～17）

資料：箕面市調べ
 

 

④入居承継制度 

・公営住宅法では、公営住宅の入居者が死亡又は退去し

た場合、その死亡又は退去時に当該入居者と同居して

いた者は、事業主体の承認を受けて、引き続き、当該

公営住宅に居住できるとする入居承継制度がある。 
・箕面市では、三親等の親族までへの承継を認めている。 
・平成 14～18年で 34件の承継があり、そのうち配偶
者への承継が 73％、一親等への承継が 24％、二親等
への承継が 3％である。 

 11

二親等へ
3%

一親等へ
24%

配偶者へ
73%

図 過去の入居承継の実績（Ｈ14～18）

資料：箕面市調べ

Ｎ＝34 



 (4)-4 市営住宅の募集状況 

・平成１６年４月～１８年７月までの募集及び応募の状況は下記の通りである。募集区分

等により差はあるが、平均して 20 倍を越える高い倍率である。なお、空家募集戸数は、

平成 16、17 年ともに 5戸程度である。 

 

表 市営住宅の空家募集と応募数（平成 16 年 4 月～）  

募集年月 住宅名 募集区分 募集戸数 応募数 倍率 
H16.4 北芝 人権擁護推進 1 10 10.0 
H16.4 メイプルコート 母子 1 38 38.0 
H17.1 北芝 人権擁護推進（E棟） 2 4 2.0 
H17.1 北芝 人権擁護推進（G棟 4DK） 1 3 3.0 
H17.1 北芝 親子近居（D棟） 1 1 1.0 
H17.6 北芝 人権擁護推進（D棟） 1 8 8.0 
H17.6 桜ヶ丘南 一般 1 127 127.0 
H17.10 北芝 人権擁護推進（B棟） 1 6 6.0 
H17.10 北芝 人権擁護推進（E棟） 1 4 4.0 
H17.10 瀬川 一般 1 68 68.0 
H18.7 メイプルコート 高齢 1 47 47.0
合計   12 316 26.3

 

表 市営借上住宅の新築募集と応募数（平成 16 年 4 月～） 
募集年月 住宅名 募集区分 募集戸数 応募数 倍率 

H16.11 ソレーユ関西 一般 2 107 53.5 
    高齢 2 81 40.5 

    障害（車イス） 1 14 14.0 

    母子 2 51 25.5 

    計 7 253 36.1 

H17.1 グラシア箕面 高齢 4 53 13.3 
    母子 4 23 5.8 

    一般（３LDK) 2 65 32.5 

    一般（２LDK) 2 29 14.5 

    計 12 170 14.2 

H17.1 ローズコート箕面 高齢 2 23 11.5 
    母子 2 22 11.0 

    一般 2 32 16.0 

    計 6 77 12.8 

合計   25 500 20

 

また、募集区分ごとに募集戸数、応募数を整理すると以下のようになる。 

図 市営住宅の募集区分別募集戸数と応募数（平成 16 年 4 月～） 

募集区分 募集戸数 応募数 単純倍率 倍率の平均 

一般世帯向 10 428 42.8 51.9 

高齢者世帯向 9 204 22.7 28.1 

母子世帯向 9 134 14.9 20.8 

障害者世帯向 1 14 14.0 14.0 

人権擁護推進世帯向 7 35 5.0 5.5 

その他 1 1 1.0 1.0 

計 37 816 22.1 22.3 
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 (4)-5 各団地のコミュニティ等の状況 

・ 市営住宅においては、全ての団地ごとに自治会等コミュニティ組織が存在しているわけ

ではないが、入居者の高齢化が進む中で、組織の有無にかかわらずコミュニティ維持の

困難さが指摘されている。 
・ 同和地区内にある市営住宅においては、同和問題解決に向けた地域住民の主体的な取り

組みの経過から、地域のまちづくりを支えるコミュニティが存在している。しかし、人

権擁護枠など入居対象者が拡大され、これに対応する新たなコミュニティを形成してい

くための取り組みが求められている。 
・ 今後、市営住宅等全体において、高齢化が更に進むと考えられ、福祉施策等との連携の

あり方など検討を進めていく必要がある。 
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（５）民間賃貸住宅等の状況 

・ 箕面市内の平成 15 年の世帯数
は約 50,400 世帯で、総住宅数
は約 56,600 戸であることから、
市内に約6,000戸の空き家があ
る。なお、そのうち賃貸用の空

き家は3,890戸にのぼっている。 
 
 
 
 

44,230
41,540

53,370
56,640

37,440
41,200

50,420
47,600

111.0% 107.4%
112.3%112.1%

6,0105,770
2,8802,690

0

10,000

40,000

20,000

30,000

50,000

60,000

70,000

S63 H5 H10 H15

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

住宅数 世帯数 戸/世帯 空家数

図 箕面市の住宅数、世帯数、空家数 

資料：平成 15 年住宅土地統計調査 

・ 箕面市内における、民営借家(専用住宅)
は約 19,000 戸であり、住宅全体の４割
弱を占めている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

給与住宅
1,140
2.3%

民営借家
19,240
38.8%

公団･公社の借
家
1,470
3.0%

公営の借家
490
1.0%

持家
25,890
52.3%

Ｎ＝49,540 

図 箕面市所有関係別専用住宅数 

資料：平成 15 年住宅土地統計調査 

・ 現に流通している民間借家物件の面積を見ると、40 ㎡未満の小規模住宅で半数以上を占
める。一方で 70㎡以上の住戸の割合も周辺他市より多めであり、中間の 40～70㎡の住
宅が少ないという特徴を持つ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5%

18.6%

25.7%

27.8%

4.6%

8.3%

12.0%

16.1%

7.0%

7.8%

14.0%

14.1%

5.3%

5.6%

19.5%

12.8%

16.9%

9.2%

18.2%

24.6%

16.9%

12.8%

9.8%

12.7%

5.4%

5.9%

6.7%

12.8%

12.1%

12.2%

6.8%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

豊中市（N＝3,929）

吹田市（N＝3,785）

池田市（N＝　793）

箕面市（N＝1,113）

25㎡未満 25～30㎡ 30～40㎡ 40～50㎡ 50～60㎡ 60～70㎡ 70～80㎡ 80㎡～

40 ㎡ 70 ㎡ 

図 住戸規模の分布状況（箕面市・周辺市）

資料：(株)リクルート フォレント Ｈ18.7 時点
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（６）住宅困窮者の状況 

・市営住宅応募世帯には、高齢世帯(高齢単身・高

齢夫婦)、ひとり親世帯、収入の低い世帯が多い。 

・また、市営住宅応募者の住宅困窮理由を見ると、

「家賃が高い」をあげる世帯が多いが、障害者

枠応募者では「設備不十分」も多くなっている

など、世帯の状況によって住宅困窮の様相も異

なると思われる。 
・以下に、市営住宅応募世帯の状況や関係団体等

ヒアリングの結果をもとにして、住宅困窮理由

別に現状を整理する。 

その他
（不明含）
5%

ひとり親と
子ども
30%

夫婦と
子ども
17% 夫婦のみ

（65歳未満）
11%

単身
（65歳未満）
10%

夫婦のみ（どち
らかが65歳以

上）
15%

単身
（65歳以上）
12%

図 世帯の型

資料：箕面市

    

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

住
宅

が
古

く
傷

ん
で

い
る

災
害

の
危
険

が
あ
る

通

勤

に
不
便

他

の
世

帯

と
同
居

し
て

い
る

住
宅

が
狭

い

設
備

が
不
十
分

正
当

な
理

由

に
よ
る
立
退

き

の

要
求

を
受

け
て

い
る

家
賃

が
高

い

高
齢
者
世

帯

と

親
族

と

の
近
居

を
希
望

そ
の
他

全体
(N=745)

一般
(N=392)

高齢者
(N=197)

母子
(N=122)

障害者
(N=13)

人権擁護
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応募枠別、現在住宅に困っている理由（平成 16、17、18 年）

資料：箕面市・市営住宅申込書
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 (6)-1 経済的な困窮 

・ P.15 で示したように住宅困窮理由として「家賃が高い」をあげる世帯が圧倒的に多いな
ど、経済的に困窮している世帯が多いことがわかる。 

・ 市営住宅応募世帯の年収を見ると、半数以上が年収 200 万未満である。障害者、母子世
帯、高齢者の順で、収入の低い世帯の割合が高くなっており、経済的困窮だけでなく後

述する他の理由とあわせた二重、三重の困窮状況となっていることが伺える。 
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図 市営住宅応募世帯の募集区分別収入状況（H18） 

資料：箕面市 

 (6)-2 高齢者・障害者の困窮 

 ①身体機能に応じた住宅確保の難しさ（高齢者の場合） 

・ 居住していた賃貸住宅の建替、家主の改造拒否、自立生活が難しくなった際の親族の近

くへの転居等に伴い、高齢者が賃貸住宅を新たに探すケースがある。そのような際、裕

福でない年金生活者等では、生活費を考えると月 4～5万円くらいまでの家賃負担が望ま
しい。また、高齢者の生活圏は狭く、住み慣れた生活圏への転居が望ましく、特に行政

区域を越える転居は、サービス提供者がかわるなど不都合な点も多い。 
・ そのような条件を満たす物件はなかなか見つからない。家賃 4～5万円の価格帯では、文
化住宅などバリアフリー性能に課題のある物件しか見つかりにくい。ワンルーム住宅で

家賃の低廉な物件はあるが、水廻りの狭さ、機器の使いづらさ等があり、高齢者の居住

には向かない。 
・ なお、高齢者の介護を行う上で、特に浴槽のまたぎや、住宅から外部までの段差が特に

問題となる。 
   注：以上、ケアマネージャーへの聞き取り調査をもとに記述。 
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 ②身体機能に応じた住宅確保の難しさ（障害者の場合） 

・ 低廉な家賃の民間賃貸住宅では、障害者が暮らしやすい環境を得ることは非常に難しい。

前述のとおり、低廉な家賃の民間賃貸住宅ではバリアフリー性能に課題が多い。 
・ また、例えば、視覚障害者は聴覚能力が高いため集合住宅では些細な音にも敏感になっ

てしまうなど、障害の状況によって多様な課題がある。 
   注：以上、障害者支援団体等への聞き取り調査をもとに記述。 

 

  ③高齢者・障害者に対する家主の入居・改造拒否 

・ 民間賃貸住宅においては、高齢者のみの世帯や障害者が入居を拒まれるケースが多い。

特に、高齢単身世帯、精神障害者、知的障害者、視覚障害者に対する家主の入居拒否が

多い。 
・ また、介護保険を利用した手摺の設置など高齢者・障害者等の生活に必要な住宅改造に

ついても、家主に拒まれるケースが多い。 
・ 賃貸住宅の家主には、空家が多く賃貸経営の状況が必ずしも良くない場合であってもト

ラブルリスクのある高齢者・障害者等の入居を避けるものもいる。   
   注：以上、ケアマネージャー、障害者支援団体、宅建業事業者等への聞き取り調査をもとに記述。 

 
  ④障害者の入居に対する地元住民の不理解 

・ 精神障害者や知的障害者については、周辺住民の理解が得られず退去をせまられる場合

もある。一方で、障害者の受け入れに理解のある自治会もある。 
   注：以上、障害者支援団体への聞き取り調査をもとに記述。 

 
 (6)-3 ひとり親世帯 

・ 離婚直後のひとり親世帯については、保証人がいないことやトラブルリスクから、家主

が入居を避けたがるケースもある。就労への制約等から経済的困窮度が高い世帯が多く、

また、子育て環境等から住宅の選択の幅が限定されるなど、一般の低額所得世帯よりも

住宅困窮度が高い場合が多い。 
   注：以上、行政担当者、宅建業事業者等への聞き取り調査をもとに記述。 

 
 (6)-4 ＤＶ被害者、外国人市民 

・ 近年では、ＤＶ被害者、外国人市民など、居住の安定確保に配慮が必要な世帯が多様化

を見せている。ＤＶ被害者は、緊急保護のためのシェルター施設退所後などに、保証人

がいないことやトラブルリスクから、家主が入居を避けたがるケースもある。配偶者等

の暴力から身を守るため緊急的に所在を隠す必要がある場合、生活基盤そのものが崩壊

し、経済的困窮や住宅困窮の問題が深刻化する場合が多い。また、生活基盤の立て直し

が困難になりやすい場合もあり、住宅困窮度が継続して高い場合が多い。 
・ 外国人市民に対する入居拒否の事例は箕面市ではあまり顕在化していないが、他市では

外国人の入居拒否が裁判に発展し、家主の入居差別が認定されるケースもある。外国人

であることを直接の理由としなくても、生活習慣の違いや別の理由を挙げて拒否するケ

ースもあり、外国人市民の住宅確保はなお厳しい状況にあると思われる。 
   注：以上、行政担当者、宅建業事業者等への聞き取り調査をもとに記述。
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（７）市営住宅等を取り巻く状況と課題 
 １）市営住宅等の需要と施策環境に関する課題 

①多様な住宅困窮状況、特に障害者・高齢者等の多重的な困窮状況への対応 

・民間賃貸住宅市場では、高齢者・障害者の身体機能に応じた賃貸住宅の確保が困難であ

る。また、高齢者・障害者に対しては、家主による入居拒否・改造拒否が生じている。

こういった高齢者・障害者の住宅困窮状況への対応が課題である。 
 ・高齢者人口は今後も増加すると予測されているほか、障害者自立支援法の施行や療養病

床の再編に伴い、施設に入所･入院していた障害者・高齢者の在宅介護への切り替えが進

むと予測されている。即ち、身体的に自立生活が容易ではない、在宅の高齢者・障害者

等はさらに増加すると考えられ、対応が課題となる。 
 ・障害者の入居に対しては、地元住民の不理解という課題もある。 
・中間規模の民間賃貸住宅が他市より少ないといったこともあり、低額所得世帯の居住の

安定が課題となる。なお、低額所得の住宅困窮者には高齢者・障害者等が多く含まれて

おり、上述の困窮状況とあわせた多重的な困窮状況にあると考えられる。 
・また、ひとり親世帯は、就労への制約等から経済的困窮度が高い世帯が多く、家主の入

居拒否傾向や、子育て環境等から住宅の選択の幅が限定され、一般の低額所得世帯より

も住宅困窮度が高い場合が多い。 
・近年増加してきたＤＶ被害者、外国人市民など、多様化する住宅困窮世帯への対応が課

題である。 
 

②市営住宅供給量（年間空家発生数）の不足 

・市営住宅の年間供給量（年間空家発生数）は数戸程度であり、平均 20倍超の高い応募倍
率が続く。上述の多様な住宅困窮世帯に市営住宅だけでは十分に対応しきれているとは

言い難い状況である。 
 

③厳しい財政事情や収支バランスの悪さを踏まえた施策展開 

・市の厳しい財政事情とともに、現状の市営住宅施策の収支バランスの悪さ（借上費用の

増大と、家賃減免世帯の多さにともなう使用料収入の停滞）を踏まえた施策展開が課題

となる。 
 

④新しい住宅政策の枠組みへの転換 

・我が国の住宅政策は、「市場政策」「既存ストックの有効活用」を重視するよう大きく転

換している。箕面市においても空家が増加傾向にあり、民間住宅市場や既存住宅ストッ

クを有効に活用した施策を検討する必要がある。 
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 ２）市営住宅（ハード・ソフト）に関する課題 

①物的に課題のある市営住宅ストックへの対応 

・市営住宅の約６割が、いわゆる旧耐震基準の住宅であり、耐震安全性の確認と必要に応

じた補強等の対応が必要である。 
・３階建て以上住棟 20棟のうちＥＶが設置されているのは８棟である。また、住戸内のバ
リアフリー性能が現行の公営住宅整備基準を満たしている住戸は２割に満たない。高齢

者・障害者等に配慮したストックの形成が課題である。 
 

②的確な市営住宅施策の検討 

・本市の市営住宅の家賃は、応能応益制度となっており、公営住宅法に基づく家賃設定が

行われている。また本市独自の制度として家賃減免制度があり、「箕面市営住宅家賃等の

減免に関する取り扱い基準」を定め運用している。減免制度は、法に基づく本来家賃を

原則としつつ、特に住宅に困窮する低額所得者が、災害や急病等による急な所得の減額

や、著しく生活困難になった場合への対応として設けられた制度であるが、その運用に

ついては現在一律的な取り扱いになっているため、困窮度の把握の仕方や減免基準の見

直しなどを行う必要がある。また、入居者の間においても、入居する住宅の性能ほどに

家賃の差がないといったことや、世帯人数と居住面積のミスマッチが生じている。こう

いった状況を適正化することが課題である。 
・また、年間空家発生量が限定され、空家募集の高い倍率が続く一方で、入居者の長期継

続居住の傾向がある。ひとりでも多くの住宅に困窮する市民に対して市営住宅への入居

機会を提供するため、収入超過者や、家賃滞納者などへの対応のあり方、入居承継制度

のあり方などの検討が課題となる。 
 

③市営住宅管理業務の合理的な展開    

・市営借上住宅の増加等により、物件費が増加しており、経費節減方策が課題である。ま

た、限られた担当職員で日常の入居者対応や維持管理・修繕等にあたっているが、入居

者の高齢化の進行やストック老朽化等により、管理業務量は今後も増加すると考えられ、

合理的な対応を検討する必要がある。 
  

④各団地の特性を踏まえた対応 

・法的な枠組みの変化に対応しながら、これまでの公営・改良住宅の建設経緯、並びに地

域のまちづくりの経緯及び実情、併せて地域住民自らが策定した「まちづくり構想」な

どを踏まえた検討が必要である。 
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２．箕面市における市営住宅等の役割 

（１）住宅困窮者対策の基本的考え方 

障害者・高齢者やひとり親世帯などの多様な住宅困窮状況と、国レベルでの新しい住宅政

策の枠組みを踏まえ、箕面市における住宅困窮者対策は、以下のような基本的考え方に基づ

き展開する。 

 

現状の民間賃貸住宅市場では、自力で適切な住宅を確保することが難しい、障害者・

高齢者やひとり親世帯などの安心居住を支えるため、既存ストックの有効活用を基本と

した総合的な施策体系の構築を目指す。 

 

①市営住宅の適切な供給・管理 

市が住宅に困窮する市民に住宅を直接供給できる施策であり、特に障害者・高齢

者など住宅に困窮する世帯から優先して的確に居住安定をはかるものとする。既存

の市営住宅ストックを最大限に有効活用し、必要な世帯に的確な供給を行うととも

に、効率的で適切な管理をすすめる。 

 

②府営住宅、都市再生機構・大阪府住宅供給公社の賃貸住宅の有効活用 

府営住宅は、主に低所得の住宅困窮者の居住安定のための住宅として有効活用を

はかる。都市再生機構・大阪府住宅供給公社の賃貸住宅は、入居拒否のない比較的

低廉な家賃の住宅であるため、主として入居拒否等により住宅に困窮する市民の居

住安定のための住宅として有効活用をはかる。いずれにおいても、これらのストッ

クを有効活用するうえで、当該事業主体と連携し、必要な施策を講ずるものとする。 

 

③民間賃貸住宅市場の環境整備  

障害者・高齢者などに対する家主の入居拒否、改造拒否や、障害者の入居に対す

る地元の不理解などの課題に対し、民間賃貸住宅における円滑な入居と居住の安定

をはかるため、市として環境整備方策を検討する。 

 

④福祉施策分野での取り組みとの連携 

経済的困窮者に対する生活保護制度など、関連する施策との連携をはかり、適切

に対応する。 
また、市営住宅に障害者・高齢者など様々な課題を抱える方の入居が増加するこ

とや、今後、ますます団地の高齢化の進展が予測されることから、団地コミュニテ

ィの支援のため、福祉施策と連携した取り組みを検討する。 
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（２）市営住宅の役割 

市営住宅は、他の公的賃貸住宅や民間賃貸住宅も含めた総合的な住宅困窮者対策の施

策のなかで、市が住宅に困窮する市民に住宅を直接供給できる施策として、特に住宅に

困窮する世帯から優先して的確に居住安定をはかるための住宅とし、市営住宅入居資格

を有する住宅困窮者のうち、次のように多重的な困窮状況にある世帯の居住の安定のた

めの役割を優先するものとして考える。 

 「経済的な困窮」に加えて、民間市場では「入居拒否」や「身体機能に応じた

住宅の確保の困難さ」といった多重的な課題を抱える「障害者」や「特に社

会的・経済的理由による住宅困窮度の高い高齢者」(*) 

 就労の制約、子育て環境の必要性、家主の入居拒否傾向など、一般の低額所得

世帯よりも住宅困窮度が高い「ひとり親世帯」 

なお、これらの世帯以外の住宅困窮者については、個々の市営住宅のバリアフリー性

能の確保状況などの状況を考慮しながら対応する。 

 

また、市営住宅を地域の中での社会財と位置づけ、団地の立地や敷地・建物の状況お

よび周辺ニーズ等に応じて、その敷地や建物を有効に活用したまちづくりへの貢献を検

討する。 

 

 

(*)社会的理由による住宅困窮度の高い高齢者 

…例えば身体機能が低下した高齢者がその生活に適した住宅が確保できない

状況においても、それは適切な住宅が適切な対価で流通していないという

「社会的理由」によるものであると考えられる。また、差別等の人権問題

についても「社会的理由」にあたると考えられる。 
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３．市営住宅等供給・管理の目標像と取り組みの方向性 

①市営住宅の役割に応じた、優先的に供給すべき世帯への的確な供給をめざす。 

 優先的に供給すべき世帯に、的確な供給がはかれるよう、入居制度（募集・決定の仕組

み）などを工夫する。また、これにより団地への高齢者等の居住者が増加することにより

団地コミュニティが低下することのないよう、コミュニティ支援策を検討する。 
 

②限られた財源で、できるだけ多くの住宅困窮者への施策提供をめざす。 

厳しい財政事情を考慮すると、短期的な市営住宅戸数増の実現可能性は低く、既存スト

ックをできる限り有効に活用する方策が必要である。入居制度の工夫とともに、収入超過

者・高額所得者や家賃滞納者への的確な対応、入居承継制度の的確な運用などにより、ひ

とりでも多くの住宅困窮者に的確な施策提供ができるようにする。 
さらに、市営住宅だけではなく、他の公的賃貸住宅や民間賃貸住宅の既存ストックを有

効活用するため必要な施策を検討する。 
 

③多様な住宅困窮者に対して、世帯の状況に応じた的確な施策提供をめざす。        

 世帯人数に応じた適切な規模の住宅の供給、障害者・高齢者等の身体状況に応じた住宅

の供給をはかるため、住替え制度、入居制度などを工夫するとともに、空き住戸の高齢者・

障害者設備仕様住宅への改善等に取り組む。 
また、住宅の居住性能および世帯の状況に応じた適切な家賃負担となるよう、家賃制度

の見直しに取り組む。 
 

④限られた財源で効率よく最大の効果が得られるよう、合理的な施策展開をめざす。    

効率的な住宅困窮者施策を展開するため、現在の施策内容を見直し、経費の節減等に取

り組む。現状の管理業務の課題を踏まえ、民間ノウハウの導入や団地コミュニティに根ざ

した管理など合理的な管理業務の推進方策を検討する。 
また、既存の市営住宅ストックについて、団地および住棟の状況に応じた的確な活用方

策を検討する。 
 

⑤福祉施策など他の施策と連携した、効率的な施策展開をめざす。 

生活保護制度などの関連する施策との連携をはかり、適切に対応する。また、高齢化の

進展などに対する団地コミュニティ支援のため、地域において展開している福祉施策と連

携し、効率的かつ効果的な施策展開をはかる。 
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4．市営住宅等供給・管理方策 

市営住宅等の供給・管理の目標像と取り組みの方向性に沿って、市営住宅および他の賃

貸住宅において、今後取り組む施策展開の考え方を以下にまとめる。 

 

   ※本章では、特記なく「市営住宅」と表現している場合、市単独住宅（牧落住宅）

を除いた、公営住宅・改良住宅をさす。 

 

（１）的確な市営住宅の供給方策 

 今後、市営住宅の供給面においては、住戸改善事業による高齢者・障害者設備仕様住

宅のハード整備をすすめるとともに、優先的に供給すべき世帯に対して住戸の供給がな

されるよう、入居制度や家賃制度等の見直しを行っていく。 

 

１）入居制度（募集・決定の仕組み）の見直し   

１）-1 当選倍率優遇方式の導入 

・これまで、市営住宅の募集は「一般世帯向け」「高齢者世帯向け」など、募集のつどに

申込世帯の条件を設ける「戸数枠設定方式」で行ってきた。この方式は、年間の募集

回数が少ない場合、条件に該当しない住宅困窮者の入居機会が皆無となるケースが増

加するという問題がある。今後、現在の募集方法のままで高齢者・障害者等の優先度

を高めると、このようなケースの増加が懸念される。 

・そこで、募集世帯を限定することなく優先的に供給すべき世帯を優遇できるよう、次

のような「当選倍率優遇方式」を採用する。次ページ図のように、現在の市営住宅の

うち、住戸の仕様が高齢者・障害者向けで特定目的住宅として供給している住宅を「高

齢者・障害者設備仕様住宅」とし、その他の「一般設備仕様住宅」と分けて、それぞ

れで障害者、高齢者、母子世帯等が入居しやすいよう倍率を優遇して募集を行う。  

○ 一般設備仕様住宅倍率優遇募集：申込資格は、箕面市営住宅の入居資格を満た

す世帯とし、福祉的視点や住宅困窮度等によって当選倍率の優遇を行なう。 

○ 高齢者・障害者設備仕様住宅倍率優遇募集：申込資格は、箕面市営住宅の入居

資格を満たす世帯のうち高齢者、障害者に限定する。その上で、さらに福祉的視

点や住宅困窮度等によって当選倍率の優遇を行なう。なお、高齢者・障害者設備

仕様住宅のうち、車いす対応型住宅については、申込資格を車いす常用者世帯に

限定する。 

・なお、団地の特性に応じ、必要があれば募集申し込み対応時に住宅の建設経緯を説明

するなど、これまで地域住民が取り組んできたまちづくりを支えるコミュニティの維

持及び今後の発展に配慮する。 
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■市営住宅の入居制度の見直しの概要 

 

【現 状】(平成 19 年 10 月 1 日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【見直し】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１階空き住戸のバリアフリー化等による） 

 
 

母子世帯        ２８戸

人権擁護推進世帯 １６戸 

その他            ４戸

高齢者世帯      ２９戸 

障害者世帯      １２戸 

＜福祉枠設定＞ 

特定目的住宅 

８９戸 

一 般 目 的 住 宅  ＜一般世帯向け＞ 

２９６戸 

４１戸 
一 般 設 備 仕 様 住 宅 倍 率 優 遇 募 集 

３４４戸 

高齢者・障害者設備仕様住宅
倍率優遇募集 

戸数増に努める 

設備仕様が高齢者・障
害者向きのもの 

設備仕様が一般
向きのもの 

 当選倍率優遇方式の導入  

住宅困窮者の応募機会を増やすため、枠設定方式を見直すとともに当選倍率優遇方式を
導入し、障害者、高齢者、母子世帯、その他特に住宅に困窮していると認められる世帯
（外国人、ハンセン病、難病、同和問題等）など住宅困窮度の高い世帯を対象に、すべ
ての住戸において当選倍率優遇方式を導入 
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１）-2 当選倍率優遇の方法 

・多重的な困窮状況にあり、特に優先的に市営住宅に入居させるべき「特に社会的・経済

的理由による住宅困窮度の高い高齢者や障害者」および「母子世帯(*)」等の入居優先度

を高めるため、当選倍率優遇の方法を以下のとおり定める。なお、倍率や評点の決定に

あたっては、過去の応募者データを用いたシミュレーションを行い、有効性を確かめて

いる 

・加算項目、評点および優遇倍率表等については、今後、運用をすすめるなかで効果や問

題点を点検し、必要に応じて見直しを行うものとする。 

   (*)…「ひとり親世帯」のうち、特に住宅困窮度が高い「母子世帯」を優遇対象とする。 

 
①一般設備仕様住宅募集 

1.申込資格 

箕面市営住宅の入居資格を満たす世帯（次の 1～7 の全てに該当する世帯） 

1.現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの 

（単身入居は高齢者、障害者等の条件あり） 

2.現に住宅に困窮するもの 

3.世帯の収入の合計が、収入基準に合うもの（計算後の月収額 200,000 円(*)） 

   (*)…収入基準は、公営住宅法施行令改正により、平成 21 年 4 月より変更予定。 

4.申込みの本人が箕面市内に住んでいるか勤務をしているもの 

5.家賃及び敷金を支払うことができるもの 

6.保証人があるもの 

7.過去に市営住宅に入居していたものについては、無断退去、家賃滞納など不正な

使用をしたことがないもの 

 

2.倍率優遇の方法 

 評点の合計に応じて、優遇倍率表に定めるとおり倍率を優遇する。 

 

＜優遇倍率表＞ 

評点合計 倍率 

２０～３９ ２倍 

４０～５９ ３倍 

６０～７９ ４倍 

８０以上 ５倍 

 

＜評点＞ 

・障害者のうち、入居拒否を受けやすい世帯等を優遇する。即ち、視覚障害者、体幹・

下肢機能障害者、精神障害者、知的障害者のうち一定以上の障害のある者がいる世帯

は、評点を最も高く加点する。 

・これらに準ずる障害者世帯についても、これに準じて評点を加点する。 

・高齢者世帯については、年齢に応じて評点を加点し、一般世帯より優遇する。また、
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母子世帯、その他、特に住宅に困窮していると認められる世帯（従来、人権擁護世帯

向け住宅で対応していた、外国人、ハンセン病、難病、同和問題等）についても、評

点を加点する。 

・現に住宅困窮度の高い世帯を優遇する。即ち、現在の一人あたり居住面積が狭い世帯、

家賃負担率が特に高い世帯について、評点を加点する。また、65 ㎡以上の住戸の募集

においては、多人数世帯に評点を加点する。 

 

１．福祉加算 

加算項目 摘 要 評点 

① ７０歳以上の者のみの世帯（単身者を含む） 
② いずれか一方が７０歳以上の夫婦のみの世帯 
③ ７０歳以上の者（いずれか一方が７０歳以上の夫婦を含む）と 
１８歳未満の児童のみの世帯 

２０ 

④ ６５歳以上の者のみの世帯（単身者を含む） 
⑤ いずれか一方が６５歳以上の夫婦のみの世帯 
⑥ ６５歳以上の者（いずれか一方が６５歳以上の夫婦を含む）と 
１８歳未満の児童のみの世帯 

１０ 

高 齢 者

世帯 
 
 
 
 

⑦ ６０歳以上の者のみの世帯（単身者を含む） 
⑧ いずれか一方が６０歳以上の夫婦のみの世帯 
⑨ ６０歳以上の者（いずれか一方が６０歳以上の夫婦を含む）と 
１８歳未満の児童のみの世帯 

５ 

入居者若しくは同居し又は同居しようとする親族が次の各号のいずれかに該

当する者の世帯 
注１）各項目に重複して該当する場合は、そのうちの最も高い評点のみ加算する。 

注２）一般設備仕様住宅募集においては、車いす常用者世帯に該当する世帯は、下記各項目の加

点はしない（住戸仕様が、車いす常用者の生活に適していないため） 

 

身体障害者手帳の交付を受けている者で、 
①視覚障害者で、障害の程度が１級又は２級である者 

②肢体不自由者で、体幹機能障害若しくは下肢機能障害の

程度が３級以上である者 

４０ 

上記の①、②以外で、障害の程度が４級以上の者 ２０ 

戦傷病者手帳の交付を受けている者で、 
障害の程度が、上記①又は②と同程度の者 

４０ 

身体障害者 

上記以外で、障害の程度が第１款症以上の者 ２０ 

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、 
 障害の程度が、１級 の者 

４０ 精神障害者 

障害の程度が、２級 の者 ２０ 

子ども家庭センター又は知的障害者サポートセンターの長

により知的に障害があると判定された者で、 
 障害の程度が、重度（Ａ）の者 

４０ 知的障害者 

障害の程度が、中度（Ｂ１）の者 ２０ 

障 害 者

世帯等 

要介護認定者 要介護１から５までの認定を受けている者 ２０ 
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母 子 世

帯 
次の各号のいずれかに該当する者で、２０歳未満の児童を扶養している者の

世帯 
1) 配偶者と死別した女子であって、現に婚姻をしていない者 

  2) 離婚した女子であって、現に婚姻をしていない者 
  3) 配偶者の生死が１年以上明らかでない女子 

4) 配偶者から１年以上遺棄されている女子 
  5) 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けられない女子 

6) 配偶者が精神又は身体の障害により長期に渡って労働能力を失っているため、その扶養
を受けられない女子 

  7) 配偶者が法令により１年以上拘禁されているため、その扶養を受けられない女子 
  8) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者 
  9) 夫の暴力等により、婚姻関係が事実上破綻し、第２号に準じる状況にある者 

 

２０ 

 

その他、
特 に 配
慮 を 要
す る 世
帯 

外国人市民、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法

律第２条に規定するハンセン病療養所入所者等、大阪府において医療費援助

の対象となっている特定疾患患者、同和問題に関わって民間賃貸住宅への入

居が困難な者 等 

２０ 

 

２．住宅困窮度加算 
加算項目 摘 要 評点 

家賃負担率＝｛家賃（月額）×１２月｝/ 年間総収入額 

 ※非課税年金も加える。 
 

① ５０％以上 １５ 

② ４０％以上 １０ 

家 賃 負

担率 

 

③ ３０％以上 ５ 

対 象： 和室、洋室、居間、食堂、余裕室、板間 

対象外： 玄関、廊下、便所、風呂、洗面所、独立した台所、押入れ 
 

① 一人あたり３畳未満 ３０ 

② 一人あたり３畳以上～約４．５畳未満 ２０ 

一 人 あ

た り の

居 住 面

積 
 

③ 一人あたり４．５畳以上～６畳未満 １０ 

 

３．入居世帯人数による加算（住戸規模６５㎡以上の住戸の場合） 

加算項目 摘 要 評点 

５人以上 ３０ 世 帯 人

数 ４人 ２０ 
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②高齢者・障害者設備仕様住宅募集 

 

1.申込資格 

一般設備仕様住宅募集の申込資格に下記の資格を付加する。 

住宅タイプ 申込資格 
車いす

対応型

住宅 

車いす

常用者

世帯 

入居者若しくは同居し又は同居しようとする親族が車いすを常時使用

し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者の世帯 
① 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が第１款症以上 
② 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が１級から４級まで 

（※健康福祉部による車いす利用状況に係る報告が必要） 

高齢者

世帯 
① ６０歳以上の者のみの世帯（単身者を含む） 
② いずれか一方が６０歳以上の夫婦のみの世帯 
③ ６０歳以上の者（いずれか一方が６０歳以上の夫婦を含む）と１８

歳未満の児童のみの世帯 
身体障

害者等

世帯 

入居者若しくは同居し又は同居しようとする親族が次の各号のいずれか

に該当する者の世帯（ただし、車いす常用者世帯に該当する世帯は除く。）

① 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が第１款症以上 
② 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が１級から４級まで 

精神障

害者 
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が１級又

は２級  （※ 単身入居の場合、健康福祉部による自立可能な旨の報告が必要。） 

高

齢

者

・

障

害

者

設

備

仕

様

住

宅 

上記以

外の高

齢者・

障害者

設備仕

様住宅 

知的障

害者 
子ども家庭センター又は大阪府障がい者自立相談支援センターの長によ

り知的に障害があると判定された者 
（※ 単身入居の場合、健康福祉部による自立可能な旨の報告が必要） 

（※ 健康福祉部が報告するにあたっては、当事者からの同意が必要。） 

 

2.倍率優遇の方法 

 下表の評点の合計に応じて、優遇倍率表に定めるとおり倍率を優遇する。 
  
＜優遇倍率表＞ 

評点合計 倍率 

２０～３９ ２倍 

４０～５９ ３倍 

６０～７９ ４倍 

８０以上 ５倍 

 

＜評点＞ 

・高齢者・障害者のうちでも、バリアフリーなど特段の設備の必要性が高い世帯、入居

拒否を受けやすい世帯等を優遇する。即ち、視覚障害者、体幹・下肢機能障害者、精

神障害者、知的障害者のうち一定以上の障害のある者がいる世帯は、評点を最も高く

加点する。 

・高齢者については、入居世帯の年齢においても、年齢の高い世帯ほど入りやすくなる

ように、評点を若干高くする。また、高齢者・障害者世帯のうち、母子世帯、その他

特に住宅に困窮していると認められる世帯（従来、人権擁護世帯向け住宅で対応して

いた、外国人、ハンセン病、難病、同和問題等）に該当する世帯については、評点を
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加点する。 

・また、現にバリアフリーの点からの困窮度が高い世帯を優遇する。さらに、現に家賃

負担率や一人あたり居住面積の面で特に困窮度の高い世帯を優遇する。 

 

１．福祉加算 

加算項目 摘 要 評点

① ７０歳以上の者のみの世帯（単身者を含む） 
② いずれか一方が７０歳以上の夫婦のみの世帯 
③ ７０歳以上の者（いずれか一方が７０歳以上の夫婦を含む）と 
１８歳未満の児童のみの世帯 

１０高 齢 者

世帯 
 
 
 
 

④ ６５歳以上の者のみの世帯（単身者を含む） 
⑤ いずれか一方が６５歳以上の夫婦のみの世帯 
⑥ ６５歳以上の者（いずれか一方が６５歳以上の夫婦を含む）と 
１８歳未満の児童のみの世帯 

５ 

入居者若しくは同居し又は同居しようとする親族が次の各号のいずれかに該

当する者の世帯 
注）各項目に重複して該当する場合は、そのうちの最も高い評点のみ加算する。 

 

身体障害者手帳の交付を受けている者で、 
①視覚障害者で、障害の程度が１級又は２級である者 

②肢体不自由者で、体幹機能障害若しくは下肢機能障害の

程度が３級以上である者 

身体障害者 

戦傷病者手帳の交付を受けている者で、 
障害の程度が、上記①又は②と同程度の者 

４０

精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項

の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

者で、 
 障害の程度が、１級 の者 

４０

知的障害者 子ども家庭センター又は知的障害者サポートセンターの長

により知的に障害があると判定された者で、 
 障害の程度が、重度（Ａ）の者 

４０

障 害 者

世帯等 

要介護認定者 要介護１から５までの認定を受けている者 ２０

母 子 世

帯（※） 
次の各号のいずれかに該当する者で、２０歳未満の児童を扶養している者の

世帯 
1)配偶者と死別した女子であって、現に婚姻をしていない者 

  2)離婚した女子であって、現に婚姻をしていない者 
  3)配偶者の生死が１年以上明らかでない女子 

4)配偶者から１年以上遺棄されている女子 
  5)配偶者が海外にあるため、その扶養を受けられない女子 

6)配偶者が精神又は身体の障害により長期に渡って労働能力を失っているため、その扶養を
受けられない女子 

  7)配偶者が法令により１年以上拘禁されているため、その扶養を受けられない女子 
  8)婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者 
  9)夫の暴力等により、婚姻関係が事実上破綻し、第２号に準じる状況にある者 

 

２０

 

その他、
特 に 配
慮 を 要
す る 世
帯（※） 

外国人市民、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法

律第２条に規定するハンセン病療養所入所者等、大阪府において医療費援助

の対象となっている特定疾患患者、同和問題に関わって民間賃貸住宅への入

居が困難な者 等 

２０

 ※高齢者・障害者対応住宅への申込み資格を有する世帯であることが前提 
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２．住宅困窮度加算 
加算項目 摘 要 評点 

家賃負担率＝｛家賃（月額）×１２月｝/ 年間総収入額 

 ※非課税年金も加える。 
 

 ① ６０％以上 １５ 

② ５０％以上 １０ 

家 賃 負

担率 

 

③ ４０％以上 ５ 

対 象： 和室、洋室、居間、食堂、余裕室、板間 

対象外： 玄関、廊下、便所、風呂、洗面所、独立した台所、押入れ 
 

① 一人あたり３畳未満 ３０ 

② 一人あたり３畳以上～約４．５畳未満 ２０ 

一 人 あ

た り の

居 住 面

積 
 

③ 一人あたり４．５畳以上～６畳未満 １０ 

バ リ ア
フ リ ー
状況 

住戸の玄関がＥＶのない３階以上にある。 

（玄関まで２階以上のウオークアップを必要とする） 

２０ 
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２）家賃制度（家賃の算定、減免の仕組み）の見直し 

２）-1 本来家賃の見直し 

①利便性係数見直しの背景 

・家賃算定に関して、市の裁量で定めることができるのは「利便性係数」のみである。

箕面市では、団地の立地等に応じて 0.75～0.85 の間で定めている。なお、制定当時（平

成 9年度時点）の公営住宅法施行令では、0.7～1.0 の間で定めることとなっていた。 

・その後、国の審議会等においても公営住宅の家賃は利便性を十分に反映していないと

いう指摘があり、公営住宅の家賃を地域の実情に応じて定められるよう、平成 16 年度

および平成 19 年度の公営住宅法施行令改正により、利便性係数は 0.5～1.3 の間で事

業主体が定めることができるようになった。箕面市においても、近年建設された居住

性能が比較的高い市営借上住宅と建設後数十年が経過した市営住宅の間で、家賃の差

が居住性能の差ほど大きくないという意見がある。 

・そこで、利便性係数について、改めて見直しを行い、住宅の居住性能に応じた適切な

家賃に改定するものとする。 

 

 
■家賃の算定方法（公営住宅法による規定）  

 
（事業主体が

定める事項）
（国が定める事項） 

 

 

家賃 
家賃算定 

基礎額 × 
立地 

係数 × 
規模 

係数 

経過年数

係数 

利便性 

係数 
 

＝ × × 
 

0.5～1.3 までの間

で事業主体が定め

る。箕面市では団地

の立地等に応じて

0.75～0.85 の間で

定めている 

住戸面積に

応じて決定

建築物の経

過年数によ

って決定 

各市町村の

地価等を踏

まえて決定

入居者の収

入に応じて

決定 

 

 

 

 

 

②利便性係数の見直し 

・利便性係数は、下記の各条件毎の評点を掛け合わせて算定している。今回の見直しで

は、住宅設備条件を中心に見直しを行う。 

・ここで示す案によると、現在 0.75～0.85 の間で定められている利便性係数が、0.71～

1.00 の間で定められることになり、居住性能等の差をより明確に反映した家賃に改定

することになる。 

  

 現在の利便性係数 ＝道路条件×接近条件×環境条件×行政的条件×住宅設備条件

 

 

 見直し    ＝道路条件×接近条件×環境条件×住宅設備条件

         （現状を部分的に見直し）   (項目見直し) 
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■利便性係数 項目別評点の見直し 

  現行（H9.10.1制定）   見直し  
6.0m 以上 1.00 6.0m 以上 1.00 

5.0m～5.9m 0.97 5.0m 以上～6.0m 未満 0.97 

4.5m～4.9m 0.94 4.0m 以上～5.0m 未満 0.94 

4.0m～4.4m 0.91   

4.0m 未満 0.88   

道路条件 

（幅員） 

※賃貸共同住宅として利用する段階で、道路幅員が賃料に与える影響はそれほど大き

くないため、１ｍ刻みとする。4.0未満は存在しないため削除。 
最寄駅～400m 1.00 最寄駅～400m  は 100m 毎に 0.008 を減じる。 

      400m～ 0.97        400m～は 100m 毎に 0.007 を減じる。 

   800m～ 0.94     800m～は 100m 毎に 0.006 を減じる。 

   1200m～ 0.91     1200m～は 100m 毎に 0.005 を減じる。 

      1600m～ 0.88        1600m～は 一律 0.88 

接近条件 

（駅距離） 

※最近の傾向として、駅距離については重視されていることから、４００ｍ毎に一律

の係数となっている現在の係数を、100ｍ毎に細分化する。 
良好 1.00 良好 1.00 

ほぼ良好 0.97 ほぼ良好 0.97 

普通 0.94 普通 0.94 

やや劣る 0.91   

劣る 0.88   

環境条件 

(住み良さ) 

※賃貸共同住宅が建っている環境条件は、既に共同住宅、店舗、事務所などが混在し

ており、高級住宅地域や「劣る」に該当する地域もないため、３段階に整理する。

市街化区域 1.00 

市街化調整区域 0.95 
廃 止 

行政的条件 

( 市 区 / 調

区) ※建設する際での市区・調区は大きな要因になるが、賃貸共同住宅として利用する段

階での賃料に与える影響は、環境条件の住環境や周辺の土地利用に反映されており、

敢えて評価する必要はないと考える。 

100-(①～⑤の合計値) 
100 

100＋(①～⑨の合計値) 
 100 

①バルコニー（又は専用庭） 
無 －５ 
～10㎡ ０ 

面

積 
10㎡～ ＋２ 

普通・広い ０ 
無    ―５  

専用庭 ＋７ 

①バルコ

ニー等

の広さ 

※バルコニーの広さや専用庭など多様性があるため、評点に差をつけ

る。特に、接地型住宅の専用庭については、特段に高い評点とする。

②浴室 
浴槽のまたぎ高さ 

～50㎝ ０ 

有     ０ 
無    ―８  

 
50㎝～ －２ 

住宅設備等 
 

②浴槽設

備 

※浴槽の有る(市が設置している)もののなかでも、比較的古い住戸で
は、近年の高齢者対応浴槽と比べて性能が劣る。従って、浴槽のま

たぎ高さにより評価する。なお、浴槽が入居者設置となっている住

戸については、現状からみて、またぎ高さが高いタイプとして評価

する。 
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③EV 

有 ０ 
１階 ０ 
２階 －２ 
３階 －４ 
４階 －６ 

有     ０ 
無    ―１  

無 

５階 －８ 

③EV 

※日常の生活利便性を考慮し、ＥＶの有無だけではなく、ＥＶが無い場

合は、住戸の階数により評価する。 
④給湯設備 

３箇所給湯 ＋４ 
有     ０ 
無    ―４  

それ以外 －３ 

④給湯 
設備 

※３箇所給湯の住宅は、比較的近年建設された借上住宅と一部の直接建

設住宅に限られるため、特に評点を高くする。 
⑤キッチン 

(流し＋コンロ台)長 
～1.8m －３  

 1.8m～  ０ 
無し －３ コ

ン

ロ 
有 ０ 

 

老人居室用ﾐﾆｷｯﾁﾝ ＋２ 
⑥洗面 

洗髪シャワー付き ０ 

良好    ０ 
普通   ―５ 

 
それ以外 －３ 

⑤水廻り

設備等

の現況 

※水回り設備の評価を、キッチン、洗面に細分化し、その利便性について

評価する（浴室は②、トイレは⑨の項目で評価）。 
※特に、近年建設の設備水準が高い仕様の評点を高くする。 

⑦オートロック 
有 ＋５ 

 
 

無  ０ 

（新規） 

※安全性の代表的な要素として、新たに評価項目に加える。 
⑧住戸位置（日照、通風、採光） 

１階 ０ 
２階 ＋１ 
３階 ＋２ 
４階 ＋３ 

 
 

５階 ＋４ 

（住宅設備

等 の つ づ

き） 

（新規） 

※賃貸住宅の賃料の評価として一般的な事項であり、新たに評価項目に

加える。 
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⑨その他 
公営住宅整備基準より抜粋した項目 
 1.段差（原則３ｍｍ以下） 
 2.手摺り（便所、浴室、玄関、脱衣室） 
 3.便所（洋式、長辺 1,300mm、空間 500mm） 
 4.浴室（短辺 1,200mm、面積 1.8㎡） 
上記 1.～4.の項目を 
全て満たさない又は１つ

満たすもの 
－２ 

２つ又は３つ満たすもの －１ 

 

 
 

４つ全てを満たすもの  ０ 

（住宅設備

等のつづき） 

※バリアフリー性能の低い住宅の家賃を相対的に下げるため、公営住宅整備基準よ

り抜粋した主な項目を用いて、評価する。 
 

 
③公営住宅法改正への対応 

・国が定める事項のうち、家賃算定基礎額および規模係数等については、平成 19 年 12

月の公営住宅法施行令改正により改定されることとなった。この運用は平成 21 年 4 月

からと定められており、これに基づいた家賃見直しにも対応していく。 

 

④現在の入居者への緩和措置 

・以上のような本来家賃の見直しにより、家賃が上昇する世帯に対しては、急激な家賃

上昇による生活への影響を抑制するため、一定期間をかけて徐々に見直し家賃を適用

する傾斜家賃方式の緩和措置をとる。 

 

 

２）-2 家賃減免制度の見直し 

①現行の減免制度運用の抜本的見直し 

・公営住宅法において、「家賃の支払い能力が失われ又は著しく低下した入居者に対して、

事業主体は家賃の減額又は免除を行うことができる」とされている（公営住宅法 第 16
条第４項）。 

・本市においては、平成 8年度、応能応益家賃制度の導入に伴う急激な家賃上昇に対し、
特に低額所得である世帯の家賃を抑制するために減免制度を導入し、一定の施策効果

をあげている。その後も、景気低迷等による低額所得者の増加という側面もあり、減

免制度を運用してきた。一方で、現在の減免制度の運用は、資産の有無等に拘らず入

居時点で減免の条件を満たす世帯は全て適用可能であり、必ずしも生活実態を十分に

反映できず、民間賃貸入居者と不均衡をきたしているケースも見られる。 
・そこで、現居住者の居住安定に十分に配慮しながら、減免制度の運用を見直すことと

する。 
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②今後の減免制度の運用方針 

・真にやむを得ない事情がある場合についてのみ運用するものとして、主として突発的

に収入変動した場合の一時的な対応策として家賃減免制度を運用する。 
・現行の減免率については、家賃負担率を考慮のうえ再設定する。 
・入居者の生活の安定を図る観点から、福祉施策での対応が必要な場合は、福祉部局と

も連携して対応する。 
   
③現在の減免適用者への配慮 

・現在の減免適用者は、一定の調整期間をとって段階的に本来家賃となるよう、段階的

な減免適用で対応する。 
 

 

３）収入超過者・高額所得者への対応 

①自主的な明渡しの促進 

・収入超過者の家賃は、一定期間後に近傍同種家賃が適用されることとなり、これによ

り自主的な明け渡しを促進する。ただし、現行の公営住宅法に基づく近傍同種家賃は

周辺の民間賃貸住宅市場家賃と比べて低いケースが多く、明け渡しの促進につながっ

ていない。従って、近傍同種家賃の算定方法の見直しについて、大阪府等を通じて国

に要望するなどの対応を検討する。 

 

②高額所得者明渡し要領の策定 

・高額所得者に対しては、収入額等認定時に住宅の明渡し請求を受けることがある旨通

知しているが、実際に明渡し請求は行っていない。今後は、高額所得者に対する「明

渡し請求要領」を作成し、その運用により明渡しを促進していく。 

 
 

４）家賃滞納者への対応 

①滞納整理要領に基づく取り組みの強化 

・的確な施策提供を目指すとともに、限られた財源のなかで合理的に施策をすすめるため、

市営住宅（市単独住宅を含む）の家賃滞納者に対して、滞納整理要領に基づく取り組みを

継続しながら、その効果を検証し、必要に応じて見直しを検討する。 
 
②生活保護世帯の家賃の代理納付の導入 

・賃貸住宅に入居する生活保護世帯には住宅扶助が給付されている。市営住宅（市単独

住宅を含む）に入居する生活保護世帯の家賃滞納への対策として、福祉部局と協議の

上、生活保護給付者による家賃の代理納付をすすめる。 
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５）入居承継制度の見直し 

・現在３親等の親族までの入居承継を認めている。大阪府下の自治体においても概ね３

親等までとしているところが多いが、平成１７年の通知（国住総第 138 号、139 号）で

は、「原則として、現に同居している配偶者及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を

図る必要がある者」に厳格化されている。 

・本市においても上記通知に従い、「原則として、現に同居している配偶者とする。但し、

特に居住の安定を図る必要がある者で、現に同居している３親等までの親族の入居承

継は認める」ものとする。 

 

 

６）世帯の状況に応じた適切な住戸の提供 

①市営住宅等住替要領に基づく取り組み 

・これまでに引き続き、「市営住宅等住替要領」に基づき、世帯人数の変化、加齢・病気

等による身体機能の低下等に応じて、入居者が相互に入れ替わることによる適切な住

戸の提供に対応できるようにする。 

 

②空家募集における住戸規模に応じた募集の実施（再掲） 

・一般設備仕様住宅募集において、65 ㎡以上住戸については、多人数世帯（４人以上世

帯）の評点を加算し、優先的に入居しやすくする。 

 

③住戸改善（高齢者等対応）と連動した高齢世帯等の住替えの推進 

・１階の空き住戸における住戸改善（高齢者等対応）を実施した住戸については、地域

の実情を勘案し、「新規募集（高齢者・障害者設備仕様住宅募集）」と「団地内の高齢

者・障害者等の住替え希望者の入居」を団地毎に原則として交互に実施する。 

 

 
７）その他 

  ・国からの通知等に基づき、暴力団関係者の入居を認めない仕組みについて検討を進め

ていく。 
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（２）市営住宅ストックの活用方針 

 １）基本的な方針 

  ・既存ストックについては、益々高まるストック活用重視の社会的要請を踏まえ、スト

ックの状況に応じて改善事業等を実施し、できる限り有効活用する。 

  ・昭和 56 年 5 月以前建設の住棟（旧耐震住棟）については、「公共施設耐震化計画」に

基づき、耐震診断を行う。診断結果に基づき補強工事等が必要な場合は、行政評価を

踏まえ、順次実施する。 

  

２）具体的な活用方針 

  ①改善事業等による既存ストックの有効活用 

・桜ヶ丘住宅１，２号棟（星形住棟）については、平成 15年度に策定したストック総
合活用計画に基づき、建替予定団地として募集停止中である。しかし、一定の改善・

改修事業を実施すれば、需要の高い小規模世帯用の住戸として活用できることを鑑

み、耐震診断を実施のうえ、できる限り有効活用を図る。 
  

 ②エレベーターの設置 

・中層の片廊下型住棟については、法的および物理的にエレベーター設置が可能か検

討し、可能な住棟から順次設置を推進する。 
     ■対象住棟：北芝Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｇ棟、牧落 

・階段室型住棟については、エレベーターの設置方法や施策効果について慎重に検討

する。 
  

 ③１階空き家における住戸改善（高齢者・障害者対応） 

・各団地の１階において空き住戸が生じた場合、高齢者対応改善、障害者対応改善等

の住戸改善を行い、高齢者・障害者設備仕様住宅として供給する。ただし、住戸の

状況が高齢者・障害者設備仕様住宅としての活用が適当ではない場合については、

一般設備仕様住宅として活用する。 

   ■１階住戸改善（高齢者・障害者対応）の内容（イメージ）  

    ・緊急通報装置(現場発報)の設置   ・手摺の設置(ｻﾆﾀﾘｰ、玄関等) 
・落とし込み浴槽・シャワーの設置  ・洗面化粧台、流し台の改善 

       ・給湯器の設置           ・洋室・和室間段差の解消     
・便所の改善(介護ｽﾍﾟｰｽの確保)    ・便所ｺﾝｾﾝﾄの設置      等 

※住戸の物的状況により、適切な費用の範囲内での改善が困難な場合は除く。 
 また、既に一定のバリアフリー性能を有している住戸は除く。 

 
・なお、桜ヶ丘住宅の現在空家である１階住戸については、募集再開にあたって高齢

者対応改善等を実施する。 
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（３）団地コミュニティの支援 

１）団地コミュニティの現状 

・一般的に、地域のコミュニティは、高度経済成長や少子高齢化社会の進展に相まって、

かつての伝統的な家庭や地域の相互扶助機能は脆弱化し、地域住民相互の社会的つな

がりも希薄化してきた。一方、箕面市営住宅の団地コミュニティは、子育て中の世帯、

中高年の世帯、障害者・高齢者のおられる世帯など世代間のバランスが一定図られる

ことで、住民自ら団地の管理運営や高齢者等に対する見守りなどを維持してきた。し

かし、少子高齢化と相まって団地によっては自治機能が脆弱化しつつあり、また、自

治機能が低下傾向にあることに危機感を感じている団地自治会もある。 
 

２）団地コミュニティの課題 

・社会経済状況の変化、少子化の進行に伴い市民の生活様式、生活ニーズが大きく変容

するとともに、特に、予防医学・医療技術の進展や、「団塊の世代（昭和 22 年～24
年生まれの世代）」が高齢者の仲間入りをすることから、独居高齢者や高齢者のみの世

帯の増加が予測される。こうした市民を取り巻く生活環境の変化は、様々な生活課題

を生むことが予測されることから、身近な日々の暮らしの場である地域コミュニティ

での多様な人々の多様な生活課題に地域全体で取り組む新たな仕組みが必要となる。 
・市営住宅の入居制度の見直しに伴い、高齢者や障害者、ひとり親世帯、外国人など様々

な生活課題を抱える方の入居が増加することから、見守りを含む相談支援体制の充実

を図るとともに、フォーマル・インフォーマルサービスが必要なときに適時受けられ

るよう様々なサービス提供主体の連携を強化する必要がある。特に、見守りを含む相

談支援体制にあっては、地域包括支援センターや民生委員・児童委員などの公的な仕

組みだけでは潜在的ニーズの把握などが難しく、また、インフォーマルなサービスの

提供にあっては、団地を含む地域での取り組みが有用であることから、団地コミュニ

ティはもとより、団地を含む周辺地域のボランティア団体やＮＰＯ団体など新たなコ

ミュニティによる相互扶助機能を醸成するとともに、これらコミュニティとの協働の

視点が必要である。 
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３）団地コミュニティを取り巻く本市の福祉環境 

①地域包括支援センターの設置 

・高齢者や家族からの相談を受け、その生活課題を把握するとともに、保健・医療・

福祉の各種サービスが受けられるよう必要な援助を行う等の機能を持つ「地域包括

支援センター」を市内の４区域に１箇所ずつ事業者に委託し整備している。 

 

基本機能 概 要 

総合相談・支援事業 高齢者やその家族からの様々な相談を受け、高

齢者等が抱える生活課題を的確に把握し、包括

的かつ効率的に保健・医療・福祉の各種サービ

スが受けられるよう必要な援助を行う業務 

介護予防ケアマネジメント 高齢者が要支援・要介護状態となることを予防

し、要支援・要介護高齢者の介護状態の軽減と

重度化を予防するために行う、アセスメントや

モニタリング、評価のためのマネジメント業務

権利擁護事業 高齢者の虐待防止、早期発見、早期対応等を行

うとともに、高齢者の意思判断能力の低下に伴

う日常的金銭管理や軽易な各種契約行為の支援

を行う「地域福祉権利擁護事業」の利用支援及

び財産管理や重要な各種契約などの支援を行う

「成年後見制度」の利用支援などの業務 

包括的・継続的マネジメント 高齢者の状態の変化に対応して、適切な保健・

医療・福祉サービスが受けられるようケアマネ

ジャーに対し、ケアプランの作成指導や検証な

どの支援を行い、長期的・継続的なケアマネジ

メントを行うとともに、地域における様々な社

会資源との連携・協力体制を整備する業務 

 

②障害者相談支援事業 

・障害者（児）又は障害者等の介護を行う家族などからの相談に応じ、必要な情報の

提供等の便宜を供与することなどにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるようにすることを目的とする事業として障害者相談支援事業

がある。本市では、障害者相談支援事業を委託実施しており、障害種別ごとに３箇

所、総合的な拠点として１箇所を委託事業者において実施している。 

     

③社会福祉協議会を核とする地域福祉活動 

・本市社会福祉協議会では、各小学校区を単位とする地区福祉会を中心として、「小地

域ネットワーク活動」を展開し、高齢者の相互交流や地域住民との交流をすすめる
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「ふれあい・いきいきサロン」や「高齢者のつどい」の開催、世代間交流事業、独

居高齢者への訪問活動などを実施している。 

 

④在宅ケアセンターの設置 

・高齢者やその家族をはじめ、障害者や子どもなどすべての市民の日常生活における

生活課題を発見し、市などの行政機関や相談支援を担う機関（地域包括支援センタ

ー、障害者相談支援事業者など）との連携により、その課題解決を適切かつ迅速に

図ることなどを目的として、本市独自の事業として「在宅ケアセンター」を社会福

祉協議会に委託し設置している。在宅ケアセンターでは、社会福祉協議会の地区福

祉会活動等と連携し、老人クラブ、民生委員・児童委員等の地域資源とのつながり

を促し、生活課題を抱える市民が地域で孤立することを防ぐというコミュニティソ

ーシャルワーク機能を担っている。 

 

４）団地コミュニティに対する支援方策 

①管理人制度を基盤とした取り組み強化 

・本市の市営住宅（借上住宅を除く）では、各団地の入居者の中から管理人を選定し、

団地の管理運営にかかる業務を一部委託している。 

・各団地においては、共益費の集金等、管理人の業務は入居者への声かけや見守りな

どにつながっている側面がある。よって、管理人に対して今後も、市の福祉施策の

周知を行うことなど、必要なときに適切に福祉サービスが行えるよう連携を図って

いく。 

 

②民間事業者等に対する管理運営委託 

・団地内での高齢者・障害者等への見守りも担える民間事業者や地域ＮＰＯ等に対す

る管理運営業務の委託について研究する。 

 

③福祉施策との連携 

・地域生活支援事業における相談支援事業者、地域包括支援センター、民生委員・児

童委員等の障害者、高齢者に対する相談支援を担っている社会資源と団地コミュニ

ティとの連携を強化するとともに、地区福祉会など地域住民による相互扶助機能に

対する支援と連携強化を図ることにより団地コミュニティへの福祉的支援を図る仕

組みを考える。 

・箕面市独自制度である「在宅ケアセンター」によるコミュニティーソーシャルワー

ク機能を充実するとともに、団地を含む周辺地域のボランティア団体、ＮＰＯ団体

など新たなコミュニティへの支援・連携により、団地コミュニティへの福祉的支援

の充実を図る。 

 

 40



（４）施策の合理的な推進方策 

１）住宅施策の合理化の検討 

 厳しい財政状況が続くなか、効率的な住宅困窮者施策を展開するため、現在の施策内容

を根本的に見直し、経費の節減等をはかっていく。 

 

 １）-1 市営借上住宅の合理化の検討 

①借上げ料の見直し検討 

・市営借上住宅のうち、借上げ料と現在の周辺家賃相場に乖離
かいり

が見られる物件につい

ては、不動産鑑定などを行った上で借上げ料の見直しについて建物所有者との交渉

を行う。 

 

②借上期間満了後を見据えた計画的な対応 

・現在の市営借上住宅は何れも 20 年間の借上契約を結んでいる。最も早期に供給した

市営借上住宅は、既に契約期間満了まで 10 年を切っており、期間満了時の対応につ

いて検討を進める。 

・現在の市営住宅需要の高さと今後の高齢世帯のさらなる増加を考え合わせると、契

約期間の満了を迎える 10 年後以降も一定の市営住宅需要が見込まれ、市営住宅戸数

の維持が必要であると予想される。ただし、現行の市営借上住宅の契約更新を前提

とするのではなく、今後はより低廉な物件の借り上げを模索するものとし、公社や

都市再生機構の住宅などの活用を最優先に検討する。なお、入居者(*)や建物所有者

の意向を踏まえるとともに、それぞれの費用対効果などを総合的に比較検討し、計

画的に対応をすすめる。 

 (*)入居者については、契約満了時に明け渡しの義務があるものの、市は、入居者の居
住の安定が確保されるよう十分配慮する必要がある。 

 

 １）-2 特定優良賃貸住宅補助制度の見直し 

・中間所得者向けの良質な住宅供給を支えるため、「箕面市特定優良賃貸住宅に関する

要綱」に基づき、特定優良賃貸住宅への家賃補助等を実施してきた。しかし厳しい

財政状況を踏まえ、機構・公社等の公的賃貸住宅ストックや民間賃貸住宅等がある

程度充実している中間所得者向け施策より、住宅困窮者施策等を優先するため、要

綱の廃止を検討する。 
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２）市営住宅管理業務の合理的な推進 

２）-1 現状の管理業務についての検討課題 

 限られたマンパワーのなか、煩雑な事務作業に時間を割かれている。 
   例：・市営・府営住宅等に係る問い合わせ対応（５～10件/日） 
     ・入居者からの修繕依頼や苦情への対応 
     ・家賃滞納者に対する事務（電話、訪問、来庁者への対応、督促状送付等） 
一方で、例えば入居者の無断同居等により入居実態が把握できていない場合があるな

ど、より綿密な管理業務が望まれている側面もある。 
即ち、管理業務の効率化をはかるとともに、綿密に行うべき点については、取り組み

を充実させるなど、合理的な管理業務の推進が課題となっている。 
 
２）-2 合理的な管理業務の推進方策 

 ①民間ノウハウ導入の検討 

 民間事業者に業務をアウトソーシングし、そのノウハウ導入により、事務作業等の効

率化をはかることが考えられる。また、家賃滞納者への対応については、悪質な長期滞

納者への対応業務を民間事業者にアウトソーシングして効果をあげている事例があり、

そのような手法について、メリット・デメリットを整理し、研究することが考えられる。 

  実現に向けた課題 

  ・約 400 戸と少ない管理戸数であり、民間事業者が参画可能な事業条件が設定できる
かについて、検討が必要である。 

  ・民間事業者のノウハウが発揮できる分野を把握し、適切な役割分担を設定する必要

がある。 
  ・入居者に対する福祉的観点からの配慮がこれまでと同様にはかられるよう、民間事

業者への指導等に留意する必要がある。 
 
 ②団地コミュニティに根ざした管理の検討   

 団地自治会や、団地コミュニティを支援する非営利団体等と協働し、その管理能力を

活用することにより、管理業務の効率化とともに、コミュニティに根ざした綿密な管理

を行うことが考えられる。 

  実現に向けた課題 

  ・自治会や非営利団体等へのアウトソーシングを行う場合、公共性の保持等に留意す

る必要がある。 
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（５）多角的な賃貸住宅施策 

市営住宅だけにとどまらない総合的な住宅困窮者対策として、他の公的賃貸住宅や民間

賃貸住宅の既存ストックをできる限り有効活用するよう、新たな制度創設等の取り組みを

すすめる。 

 

１）「（仮称）市民住宅」制度創設の検討 

入居拒否のない比較的低廉な家賃である公的賃貸住宅を有効活用し、主として入居拒否

等により住宅に困窮する市民の居住安定をはかるため、「(仮称)市民住宅」制度の創設を検

討する。 

 

＜(仮称)市民住宅制度のイメージ＞ 

 

■位置づけ 

  箕面市独自の政策住宅（条例設置） 

■具体的方策 

  1.牧落住宅の入居資格（年収下限）を撤廃して活用する …60 戸 

   →これまで中間所得者向け住宅として設けてきた年収下限を撤廃し、広く住宅困

窮者が入居できる住宅とする。 

 

  2.府公社・ＵＲ賃貸住宅の一部を市が一旦借受け、市民に転貸する …戸数未定 

   →これにより、入居拒否のない比較的低廉な家賃の住宅を 

・ 箕面市民だけが入居募集できる住宅とすることができる 

・ これまで入居資格（年収下限）を満たさないため入居できなかった低額所

得者、生活保護世帯、非課税所得者等が入居できるようになる。 

（なお、当面は、家賃の低廉な府公社住宅の活用を検討し、ニーズが高ければ

ＵＲ賃貸についても活用を検討する。） 

■入居対象者 

  箕面市民 

■家賃 

  住戸ごとに設定された家賃（公社およびＵＲ賃貸住宅の活用の場合は、それぞれの住

宅の募集家賃） 

■その他 

  ・定期借家権の活用を検討する。 
  ・家賃滞納時の取り扱い等については、契約書等に明記するとともに、厳格に対応す

る必要がある。 
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２）民間賃貸住宅における住宅困窮者等の居住支援    

・民間賃貸住宅を含めた、既存住宅ストックを有効活用した住宅困窮者対策の構築に向

け、住宅困窮者等が民間賃貸住宅に入居し、居住を継続できるための環境整備が望ま

れる。特に、入居拒否・改造拒否の恐れがある高齢者・障害者等に対して、入居支援、

居住継続支援等の取り組みが望まれる。 

  ○入居支援   …物件情報提供、住宅提供(サブリース等)、家賃債務保証、 

保証人代行、手続き支援 等 

   ○居住継続支援…生活相談、緊急時対応、トラブル対応、安否確認、見守り 等 

・また、高齢者・障害者等を対象として、高齢者等円滑入居賃貸住宅等の登録制度、家

賃債務保証制度等があった。昨年度から、これらを拡充した「あんしん賃貸支援事業」

が創設され、大阪府で本格的な事業化に向けた検討がなされている。 

「あんしん賃貸支援事業の仕組み（イメージ）」 

 一定の要件に合った民間賃貸住宅等(あんしん賃貸住宅)についての登録制度を、仲

介業者等の協力を得て整備し、入居希望者に物件情報を提供する。一方で、ＮＰＯ・

社会福祉法人等の居住支援団体との連携により、住宅困窮者等の円滑な入居と居住継

続を支援することで、安心できる賃貸借関係を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（財）高齢者住宅財団

協力店、物件、居住支援団体・サービス

に関する情報の一元的な提供

協力店

（仲介事業者）

都道府県

協力店、居住支援団体・

サービスの登録

居住支援団体

ＮＰＯ、社会福祉

法人等

市区町村

賃貸人

（あんしん賃貸住宅提供者）

事業対象者

高齢者、障害者、

外国人、子育て世帯

連携

①居住支援団体、支援

サービスの登録

①市区町村が行う

居住支援サービス

の登録

経 由

②協力店の入力

①協力店の登録

③物件入力に係る

パスワードの付与

②居住支援団体・

サービスの入力

⑤物件の入力

④物件の登録

手続き依頼

⑦物件の仲介

④居住支援サービスの提供

⑧賃貸借契約の締結

⑥情報提供（協力店、物件）（※）

協力店、あんしん賃貸住宅の登録等の流れ

居住支援団体・支援サービスの登録等の流れ

(財)ハウジング
＆コミュニティ

財団

事業者
協議会

（※）情報提供：高齢者住宅財団がＨＰで行うほか、
都道府県、市区町村、協力店でも行う。

③情報提供（居住支援）（※）

支援

支援

業界団体支部

国 の 関

係 団 体

等 

国の関係団体等 

 

・箕面市においては、具体的な運用に向けて、仲介業者等へのＰＲ等をすすめていると

ころである。現在の課題は、「居住支援団体」の果たす役割の明確化を図るとともに、

どのような団体が「居住支援団体」となるのかを具体化することであり、現在、大阪

府と調整をすすめている。今後、障害者地域生活支援事業における相談支援事業者の

居住支援面での位置づけの明確化など、福祉部局と連携した取り組みをすすめていく。 
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あとがき －今後の検討課題 

 
市営住宅等の供給・管理のあり方に関する検討を重ねていく過程のなかで、市営住宅等

を含めた幅広い住宅施策や福祉施策との連携等の課題が認識された。そこで、本書をとり

まとめるにあたり、「市営住宅等供給・管理検討会」の第６回（最終回）において、メンバ

ー各位から、２年間にわたる検討を総括して貴重な提言・助言をいただいた。それらをも

とに、本書の「あとがき」として、今後の検討課題をとりまとめた。 
 
 ①市営住宅以外の住宅の有効活用 

今回の検討では、厳しい財政事情から、市営住宅の戸数増は当面見込めないという

ことが根底にあった。しかし、住宅困窮のひろがり、またその多様性を踏まえれば、

445 戸の市営住宅だけでは対応に限界があることも否めない。今後の課題としては、
他の住宅の活用を含めた幅広い政策手段を効果的に運用していくことが重要である。 
例えばそのひとつとして、箕面市内に 2 万戸弱ある民間賃貸住宅ストックの有効活
用があげられる。民間賃貸住宅への円滑な入居と居住継続を支援する「あんしん賃貸

支援事業」の積極的な推進に取り組む必要がある。 
また、今後は戸建て持ち家の空家も増加していくとみられる。民間賃貸住宅ストッ

クに留まらず、幅広い施策の検討が望まれる。 

 
 ②団地コミュニティの活性化 

箕面市の市営住宅においては、現時点では入居者の高齢化は深刻というほどではな

い。しかし、平成１９年１２月の公営住宅法施行令の改正で入居基準が引き下げられ、

また、今回の入居制度の見直しにより、今後は困窮度の高い高齢者等が集中すると予

想される。したがって、団地コミュニティの活性化策については、いっそうの検討が

望まれる。 
まず、住宅困窮問題への対応を「住宅供給」ばかりにとらわれず、地域コミュニテ

ィを支援するという観点から検討する必要がある。地域の中で居住者が相互に助け合

って対応できることもあることにも着目し、ハード・ソフトの両面で多様な施策を検

討することが望まれる。例えば「在宅ケアセンター」は、多岐にわたる福祉サービス

のなかで、何をどのように利用したらよいかわからない高齢者・障害者等の市民に対

する相談・支援などのソーシャル・ワーク機能を有している。この機能を各団地や地

域において活用していくための方策や、福祉事業者などとの連携の仕組みについて、

具体的な検討をすすめる必要がある。 
また、入居制度については、現状では困窮度の高い世帯を優先することが重要では

あるが、今後、団地コミュニティの活力低下が懸念される状況になれば、新婚・子育

て世帯、近居世帯の優遇など入居制度の弾力的な運用をはかることも、将来の課題と

して引き続き検討が必要である。 
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③「地域のまちづくり」や「市民の財産の有効活用」の視点 

これからの超高齢社会においては、市営住宅か民間住宅かということに関係なく、

地域のまちづくりをすすめる上で、その課題のひとつとして高齢者の問題があり、そ

れに対する対応を地域の問題として考えていくという視点の転換が必要である。住宅

マスタープランなどにおいて、地域別に高齢者の問題を含めたまちづくりの課題と方

策を、ハード・ソフトを含めて総合的に検討する中で、公営住宅等をサービス拠点と

なる地域資源として位置づけていくこともひとつの方法と考えられる。 
このような方法は、公営住宅を「市民の財産」として有効活用することに通じてい

る。例えば、市営住宅において地域福祉のモデルをつくり、そこでの経験を一般の住

宅地においても活かすことができれば、入居者のみならず、より多くの市民の福祉に

寄与する。こうした事業モデルを積極的に検討すべきである。 

 
④市民との情報共有、十分な説明 

今回の検討では、公募市民が参加し、さらに毎回、市民に開かれた検討会を行なっ

た。また、途中段階で中間報告をまとめて公表し、最終的なとりまとめにあたっては

パブリックコメントを実施した。しかし、市民との情報共有が十分とは言い難く、市

民との議論の土台をつくるため、今回行った現状分析やシミュレーション結果などを、

細かく丁寧に説明して伝えていくことが重要である。 
また、今回まとめた「市営住宅等供給・管理のあり方」を具体的な施策として実施

するにあたっては、現に市営住宅に居住されている入居者の理解を得ることはもとよ

り、十分な説明を行う必要がある。 

 
⑤検討の継続や見直し 

２年間にわたる今回の検討の過程においては、住宅困窮者の実情や民間賃貸住宅の

状況など、今後の箕面市の施策展開に有用な情報がいくつか集まっている。これらを

有効に活用していく必要がある。また、今回検討した内容は、社会情勢等の変化に応

じた見直しが必要であり、今後も必要に応じて今回のような検討を行っていくことが

重要である。 
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１．当選倍率優遇方式の導入シミュレーション      （本文 P.25～30 関係） 

 
 平成 16～18年度の市営住宅応募者データ（合計 745世帯分）を用い、「当選倍率優遇の
方法」を導入した場合の倍率の分布等についてシミュレーションを行った。 

  ①倍率の分布 

世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比
５倍 2 0.3% 3 0.4% 2 0.6%
４倍 13 1.7% 36 4.8% 7 2.2%
３倍 93 12.5% 111 14.9% 13 4.2%
２倍 390 52.3% 364 48.9% 74 23.7%
１倍 247 33.2% 231 31.0% 216 69.2%
計 745 100.0% 745 100.0% 312 100.0%

高齢者障害者
対応住宅募集

一般住宅募集
65㎡未満住戸の場合 65㎡以上住戸の場合

  ・１～２倍が最も多く、倍率が

高くなるほど世帯数が少な

くなっており、より困窮度の

高い世帯を絞り込み、優遇す

ることとなっている。 
 
  ②高齢者世帯の倍率優遇 

「高齢者世帯」加算での評点別　倍率　一般住宅(65㎡未満)
１倍 ２倍 ３倍 ４倍 ５倍

117 14 4 135 18.1%
86.7% 10.4% 3.0% 100.0%

44 33 5 2 1 85 11.4%
51.8% 38.8% 5.9% 2.4% 1.2% 100.0%
41 15 2 1 59 7.9%

69.5% 25.4% 3.4% 1.7% 100.0%
162 225 72 6 1 466 62.6%
34.8% 48.3% 15.5% 1.3% 0.2% 100.0%
247 390 93 13 2 745 100.0%
33.2% 52.3% 12.5% 1.7% 0.3% 100.0%

総計

10点

5点

0点

総計

20点

  ・一般設備仕様住宅募集で、20点が
18.1％、10 点が 11.4％であり、
優遇者を絞り込むことができて

いる。高齢者世帯については、10
点が 43.3％と高い割合であるが、
加点を 10 点に抑えているため、
過度な優遇とはなっていないと

いえる。 「高齢者世帯」加算での評点別　倍率　　高齢・障害対応住宅
１倍 ２倍 ３倍 ４倍 ５倍
75 56 3 1 135 43.3%

55.6% 41.5% 2.2% 0.7% 100.0%
66 14 3 1 1 85 27.2%

77.6% 16.5% 3.5% 1.2% 1.2% 100.0%
75 4 7 5 1 92 29.5%

81.5% 4.3% 7.6% 5.4% 1.1% 100.0%
216 74 13 7 2 312 100.0%
69.2% 23.7% 4.2% 2.2% 0.6% 100.0%

総計

10点

5点

0点

総計

・また、一般設備仕様住宅募集で 20
点の世帯のうち 86.7％が倍率２
倍に留まるなど、単純に年齢だけ

で倍率を優遇することにはなっ

ておらず、他の困窮理由と複合し

ている世帯が高い優遇倍率とな

っている。 
 「障害者世帯」加算での評点別　倍率　一般住宅(65㎡未満)

１倍 ２倍 ３倍 ４倍 ５倍
9 11 2 22 3.0%

40.9% 50.0% 9.1% 100.0%
21 18 1 40 5.4%

52.5% 45.0% 2.5% 100.0%
247 369 66 1 683 91.7%
36.2% 54.0% 9.7% 100.0%
247 390 93 13 2 745 100.0%
33.2% 52.3% 12.5% 1.7% 0.3% 100.0%

20点

0点

総計

総計

40点
  ③障害者世帯の倍率優遇 

  ・一般設備仕様住宅で、障害者世帯加

算 40 点である世帯数は全体の
3.0％、20点は全体の 5.4％である。 

   高齢・障害者設備仕様住宅では、40
点である世帯は 7.1％である。 「障害者世帯」加算での評点別　倍率　　高齢・障害対応住宅

１倍 ２倍 ３倍 ４倍 ５倍
13 7 2 22 7.1%

59.1% 31.8% 9.1% 100.0%
216 74 290 92.9%
74.5% 25.5% 100.0%
216 74 13 7 2 312 100.0%
69.2% 23.7% 4.2% 2.2% 0.6% 100.0%

総計

40点

0点

総計

  ・4～5 倍の高倍率は、障害者加算の
評点が高い世帯が占める割合が高

く、特に困窮度の高い障害者世帯

を最も優遇することができている。 
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  ④母子世帯の倍率優遇 
  ・母子世帯加算の評点 20点の世帯数

は 166世帯（22.3％）である。 

「母子世帯」加算での評点別　倍率　　一般住宅(65㎡未満)
１倍 ２倍 ３倍 ４倍 ５倍

107 57 2 166 22.3%
64.5% 34.3% 1.2% 100.0%

247 283 36 11 2 579 77.7%
42.7% 48.9% 6.2% 1.9% 0.3% 100.0%
247 390 93 13 2 745 100.0%
33.2% 52.3% 12.5% 1.7% 0.3% 100.0%

総計

総計

20点

0点  ・母子加算の評点が 20 点の世帯は、
ほぼ倍率２～３倍で優遇されるこ

ととなっている。 
 

 

  ⑤その他、特に困窮している世帯の倍率優遇 

  ・その他の項目で 20 点の世帯は 23
世帯（3.1％）である。 

「その他」加算での評点別　倍率　　一般住宅(65㎡未満)
１倍 ２倍 ３倍 ４倍 ５倍

14 6 2 1 23 3.1%
60.9% 26.1% 8.7% 4.3% 100.0%

247 376 87 11 1 722 96.9%
34.2% 52.1% 12.0% 1.5% 0.1% 100.0%
247 390 93 13 2 745 100.0%
33.2% 52.3% 12.5% 1.7% 0.3% 100.0%

総計

0点

総計

20点
 

 

 

 

 

  ⑥家賃負担率･一人あたり居住面積による倍率優遇 

  ・一般設備仕様住宅募集で家賃負担率

15 点(負担率 60％以上)の世帯は全
体の 28.1％である。一人あたり居
住面積 20点以上(一人あたり 4.5畳
未満)は 18.8％である。 

「家賃負担率」加算での評点別倍率　一般住宅(65㎡未満)
１倍 ２倍 ３倍 ４倍 ５倍
25 139 37 7 1 209 28.1%

12.0% 66.5% 17.7% 3.3% 0.5% 100.0%
19 41 18 1 79 10.6%

24.1% 51.9% 22.8% 1.3% 100.0%
51 39 2 92 12.3%

55.4% 42.4% 2.2% 100.0%
152 171 36 5 1 365 49.0%
41.6% 46.8% 9.9% 1.4% 0.3% 100.0%
247 390 93 13 2 745 100.0%
33.2% 52.3% 12.5% 1.7% 0.3% 100.0%

総計

総計

15点

10点

5点

0点  ・それぞれ、評点の高い世帯でも、大

半が倍率２～３倍に留まっており、

他の項目とのバランスが保たれて

いる。 
１倍 ２倍 ３倍 ４倍 ５倍

7 1 8 1.1%
87.5% 12.5% 100.0%
75 52 3 2 132 17.7%

56.8% 39.4% 2.3% 1.5% 100.0%
19 16 15 2 52 7.0%

36.5% 30.8% 28.8% 3.8% 100.0%
228 292 25 8 553 74.2%
41.2% 52.8% 4.5% 1.4% 100.0%
247 390 93 13 2 745 100.0%
33.2% 52.3% 12.5% 1.7% 0.3% 100.0%

「一人あたり居住面積」加算での評点別倍率　一般住宅（65㎡未満）

10点

0点

総計

総計

30点

20点

 

 50



  ⑦65 ㎡以上住戸における多人数世帯の倍率優遇 

  ・５人以上世帯(評点 30点)は 13世帯(1.7％)、４人世帯(評点 20点)は 60世帯(8.1％)で
ある。いずれも、65㎡以上住宅では 65㎡未満より倍率が１～２ランク上がっている。 

  ・また、「一人あたり居住面積」の狭い世帯(評点が高い世帯)ほど、65㎡以上住戸で倍率
が高くなっており、過密居住による困窮者の優遇ができるようになっている。 

 
 世帯人数別　倍率　　一般住宅（65㎡未満）

1倍 2倍 3倍 4倍 5倍
4 9 13 1.7%

30.8% 69.2% 100.0%
12 29 18 1 60 8.1%

20.0% 48.3% 30.0% 1.7% 100.0%
231 352 75 12 2 710 95.3%
32.5% 49.6% 10.6% 1.7% 0.3% 100.0%
247 390 93 13 2 745 100.0%
33.2% 52.3% 12.5% 1.7% 0.3% 100.0%

総計
５人以上
世帯

４人世帯

１～３人世
帯

総計

 
 

世帯人数別　倍率　　一般住宅（65㎡以上）
1倍 2倍 3倍 4倍 5倍

7 6 13 1.7%
53.8% 46.2% 100.0%

12 29 18 1 60 8.1%
20.0% 48.3% 30.0% 1.7% 100.0%

231 352 75 12 2 672 90.2%
34.4% 52.4% 11.2% 1.8% 0.3% 100.0%
231 364 111 36 3 745 100.0%
31.0% 48.9% 14.9% 4.8% 0.4% 100.0%

５人以上
世帯

４人世帯

１～３人世
帯

総計

総計

１倍 ２倍 ３倍 ４倍 ５倍
7 1 8 1.1%

87.5% 12.5% 100.0%
75 52 3 2 132 17.7%

56.8% 39.4% 2.3% 1.5% 100.0%
19 16 15 2 52 7.0%

36.5% 30.8% 28.8% 3.8% 100.0%
228 292 25 8 553 74.2%
41.2% 52.8% 4.5% 1.4% 100.0%
247 390 93 13 2 745 100.0%
33.2% 52.3% 12.5% 1.7% 0.3% 100.0%

「一人あたり居住面積」加算での評点別倍率　一般住宅（65㎡未満）

10点

0点

総計

総計

30点

20点

１倍 ２倍 ３倍 ４倍 ５倍
3 3 2 8 1.1%

37.5% 37.5% 25.0% 100.0%
49 65 16 2 132 17.7%

37.1% 49.2% 12.1% 1.5% 100.0%
6 18 17 10 1 52 7.0%

11.5% 34.6% 32.7% 19.2% 1.9% 100.0%
225 294 26 8 553 74.2%
40.7% 53.2% 4.7% 1.4% 100.0%
231 364 111 36 3 745 100.0%
31.0% 48.9% 14.9% 4.8% 0.4% 100.0%

「一人あたり居住面積」加算での評点別　倍率　一般住宅（65㎡以上）

0点

総計

総計

30点

20点

10点
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２．利便性係数見直しに基づく試算           （本文 P.31～34 関係） 

 

  ◆利便性係数の試算結果 

  利便性係数 ﾀｲﾌﾟ 団地名 建設年度

現行 見直し 

瀬川 S46～48 0.80 0.75～0.76 

如意谷 S45～48 0.75 0.74～0.76 

桜ヶ丘南 H5～6 0.85 0.88～0.92 

桜ヶ丘（1・２号棟） S39 0.75 0.71～0.73 

桜ヶ丘（２戸１） S62～63 0.85 0.85 

北芝（Ａ～Ｇ棟） S46～54 0.75 0.71～0.76 

直

接

建

設 

北芝（Ｈ棟） H4 0.80 0.85～0.86 

メイプルコート H7 0.80 0.89～0.90 

アルセ箕面 H9 0.85 0.88～0.89 

トーシンコーポ箕面 H10 0.80 0.84～0.85 

パルコスモス H14 0.85 0.88～0.91 

リヴィエール白島 H15 0.80 0.91～0.96 

アネシス箕面 H15 0.80 0.89～0.93 

ソレーユ関西 H16 0.85 0.89～0.91 

グラシア箕面 H16 0.80 0.92～0.97 

借

上 

ローズコート箕面 H16 0.80 0.81～0.84 
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 ◆利便性係数の見直し前後の家賃試算 

本来家賃(収入分位Ⅰの場合) ﾀｲﾌﾟ 団地名 建設年度

現行（平成 19 年度） 見直し 

瀬川 S46～48 11,000～12,600 円 10,300～12,100 円 

如意谷 S45～48 9,400～11,100 円 9,300～11,200 円 

桜ヶ丘南 H5～6 23,900～33,400 円 24,700～35,000 円 

桜ヶ丘（1・２号棟） S39 8,800～10,300 円 8,300～10,000 円 

桜ヶ丘（２戸１） S62～63 28,000～28,400 円 28,000～28,400 円 

北芝（Ａ～Ｇ棟） S46～54 12,800～23,700 円 12,100～23,600 円 

直

接

建

設 

北芝（Ｈ棟） H4 28,200～28,700 円 30,000～30,900 円 

メイプルコート H7 23,300～23,800 円 26,200～26,400 円 

アルセ箕面 H9 25,400～33,000 円 26,300～34,200 円 

トーシンコーポ箕面 H10 23,800～31,300 円 25,000～33,300 円 

パルコスモス H14 23,500～35,300 円 24,300～36,900 円 

リヴィエール白島 H15 24,600～28,600 円 28,000～34,300 円 

アネシス箕面 H15 25,600～27,500 円 29,200～31,600 円 

ソレーユ関西 H16 28,700～34,800 円 30,300～36,500 円 

グラシア箕面 H16 23,500～33,000 円 27,000～39,200 円 

借

上 

ローズコート箕面 H16 26,300～28,600 円 26,600～30,000 円 

注：上表は、市営住宅入居者の大半が該当する「収入分位Ⅰ」（＝最も収入の低い分位）の本来家賃
を示している。これより収入の高い分位においては、上表より家賃額が高くなり、また家賃の
上昇幅も大きくなる。 

 

 

 

 

 

 ◆利便性係数見直し前後の本来家賃の増減試算 

家賃増減  備考 

7,000 円以上の増加 2 世帯 0.5％ 最大増加額 9,500 円 

5,000 円以上、7,000 円未満の増加 11 世帯 2.9％  

3,000 円以上、5,000 円未満の増加 29 世帯 7.7％  

1,000 円以上、3,000 円未満の増加 77 世帯 20.5％  

1,000 円未満の増加 26 世帯 6.9％  

変化なし（±0） 63 世帯 16.8％  

1,000 円未満の減少 147 世帯 39.2％  

1,000 円以上の減少 20 世帯 5.3％ 最大減少額 1,900 円 

 合計 375 世帯 100.0％  

    
注：上表は、本来家賃（家賃減免制度を適用する前の算出家賃）の試算である。 

 

 

  ※なお、現在の入居者には激変緩和措置を設ける。 
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３．突発的な収入変動に応じた減免制度のイメージ    （本文 P.34～35 関係） 

 
(1)収入変動の理由 
 災害、解雇や病気等による退職などを対象とする（定年退職、自己都合の退職など本

人が予測可能な収入減は、対象としない）。 
 
(2)変動状況と減免内容のイメージ 
変動状況 減免のイメージ 備考 
収入分位

をまたが

る収入変

動 

 転職、退職、収入のある同居者の転出等については、
次回収入認定まで減免を行う。 

 交通事故等で数ヶ月休業するが、治り次第復職する場
合などについては、必要な期間、減免を行う。 

非課税収入も含め

て月収額を算出し、

収入分位が下がれ

ばその収入分位の

家賃まで減額する。

同一収入

分位内で

の変動 

Ⅱ分位以上における同一収入分以内での変動は、急激な

収入変動とは見なさないため、減免は行わない。 
Ⅰ分位内での変動については、一定期間減免する。 

運用についての詳

細は、今後の検討事

項とする 
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４．市営住宅の団地コミュニティの現状           （本文 p.38 関係） 

 

 箕面市営住宅の団地コミュニティについて、現状を把握するため、各団地の管理人を対象

にヒアリングを行った。 
また、北芝住宅を含む北芝地区については、同和問題をはじめとする地域課題解決のため、

地域の NPO による独自のコミュニティ支援の取り組みがなされており、参考事例として掲
載する。 
 

①団地別自治会等の状況についてのヒアリング調査結果 

 
住宅名 桜ヶ丘住宅 瀬川住宅 如意谷住宅

所在地 箕面市桜ヶ丘4丁目16番,18番 箕面市瀬川3丁目3番 箕面市如意谷3丁目4番

戸数 48 64 24

自治会 桜ヶ丘自治会 瀬川団地自治会 如意谷第二自治会

小学校 南小 西南小 萱野北小

自治会の範囲
市営37世帯と周辺の戸建て10世帯の計
47世帯

団地のみ 如意谷3丁目の一部と1丁目。

活動内容
餅つき大会、盆踊り、子どもカーニバ
ル、とどろ淵公園を考える会、草刈り
年２回

自治会との繋がりは強い（取り残され
ない）。老人福祉会活発（７０歳以
上）何々会など毎月何かやっている。
ボーリング大会、グランドゴルフ、花
見、敬老会、団地内の活動や集まりは
年齢に関係ない。若い人でも出てこな
い人がいる。１回・年の草むしりは約
半数が参加している。

活動場所 ヒューマンズプラザ
総会は西南公民館か瀬川会館、打合せ
は近くの飲食店

如意谷の里（コミセン）

自治会会費
月極で払う。街灯電気代、水道代、各
種団体への寄付等。収支は赤字。

共益費、自治会費を合わせて徴収。階
段毎に集める。
自治会には廃品回収や外灯補助金の収
入がある。

共益費は月極で全て管理人さんが集め
ている。自治会費は年に１回集めてい
る。

自治会への参加
割合

全員加入。 草刈りには半分くらい参加。

役員、当番等の
持ち回り状況

持ち回りではなかったが、会長、副会
長、書記、監査の役員が今年交代し
た。

役員は１年交代。
ごみ集積所掃除当番64戸で８ヶ月に１
回交代。
自治会費徴収は階段毎の８戸で交代。
出来ない人には代わって上手くやって
いる。

１年の持ち回り。各棟で一人。

うまくいってい
ること

役員交代し、引継うまくできていな
い。これからうまくやっていきたい。

掃除当番や会費徴収を、全員が交代で
することによって気配りできるように
なる

一人で住んでいても声かけをしてい
る。付き合いが上手くいっている。

困っていること 星形住宅の空き家（不用心である）
ペットの管理、集会所がない（あれば
あったで管理が大変だが．．．）

特にない。
困ったことがあれば自治会の役員に連
絡する。

今後取り組みた
いこと

これまでは情報開示できていなかっ
た。今後はオープンにしたい。

特になし

自治会以外の活
動状況

ヒューマンズプラザ、憩いの家のこど
も会、カラオケ同好会、囲碁の会な
ど。

まちかどデイは付近に数ヶ所あるが、
高齢者は利用していないようである。

高齢者・障害者
等の状況

寝たきりの方は家族と住んでおり、デ
イサービス、食事サービス、ヘルパー
等利用している。

電灯取替、配水詰まりの相談を受ける
が、気を遣うので家に入れない。
不審なセールス等があったときは情報
提供するようにしている。

 

 

 

 

 55



住宅名 北芝住宅（主に住宅利用者組合の状況） 桜ヶ丘南住宅 牧落住宅

所在地
箕面市萱野1丁目20～22番、2丁目12
番,13番

箕面市桜ヶ丘4丁目13番 箕面市牧落5丁目

戸数 126 45 60

自治会
・住宅利用者組合
・萱野自治会

なし 牧落団地自治会

小学校 萱野小 南小 箕面小

自治会の範囲
・住宅利用者組合は市営住宅のみ
・萱野自治会は周辺含む

なし 団地のみ

活動内容

・年２回程、バス旅行、しいたけ狩
り、レクリエーション
・大掃除（年１回）
・支部と地域協と利用者組合とらいと
ぴあで相談会を開催

なし。回覧板も集まりも何もない。草
むしりなども各個人でしている。樹木
の伐採などはシルバー人材センターに
依頼。

なし

活動場所 集会所

自治会会費

自治会費は団地内共益費と別にある。
・最近入居者に共益費の必要性の理解
が得られず、滞納が増えている。（低
収入で払えない。新しいやり方を考え
る必要がある。）

決まった共益費はなく、使った分だ
け、頭割りの請求としている。

自治会費は年２回、共益費は2ヶ月に1
回集めている。
滞納はない。

自治会への参加
割合

役員、当番等の
持ち回り状況

利用者組合の会長が自治会の班長 管理人だけ。 基本的には輪番。

うまくいってい
ること

・草刈り（共益費から「まかさん会」
に委託）
・生きがい事業団（NPO）が行政から
道路掃除などの委託を受けている。

ゴミ当番は住民でやってくれる人に自
治会からお金を払ってお願いしてい
る。

困っていること

・共益費の滞納
・ゴミ出しもルールが守られていな
い。
・最近利用者組合を通さずに入居者が
直接市に苦情を言っている。
・共益費を滞納して出ていく留学生も
いる。
・高齢化の問題

エレベーターがない。

今後取り組みた
いこと

高齢者・障害者等の見守りを強化して
いきたい

今の団地の付き合いでは難しい。 特になし。

自治会以外の活
動状況

　（次ページ参照）

高齢者・障害者
等の状況

団地内の高齢化が進んでおり、低所得
等による生活不安定から見守りや生活
支援が必要な世帯が増えている。

お互いに声かけできていると思う。
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②北芝地区におけるコミュニティ独自の取り組み事例 

 

 活動内容 補助金等 

食の福祉サービス

「おふくろの味」 

・高齢単身・夫婦世帯への配食サー

ビスを中心とし、それ以外の方に

も対象としている。 

・配食の範囲は箕面市全域一部市外

一部市の委託事業 

現在、生活課題を抱える方のニーズ

が増加しており、今後配食ニーズが

増加する。 

生きがいワーカー

ズ「まかさん会」 

地域の高齢者等による公園･道路の

清掃管理（高齢者等の生きがいづく

り） 

市からの一部委託業務及び独自事

業（一般請負） 

 

まちかどデイサー

ビス「よってんか」 

・虚弱高齢者等へのデイサービス。

・要介護・要支援高齢者のうち、介

護サービスを受けられない状況

にある方々に対しサポートも含

めて対応 

一部市・府の補助事業 

 

ボランティアグル

ープ「がってんだ」 

 

北芝でヘルパー講習を受けたメン

バーが核となったボランティアグ

ループ。 

地域の高齢者サポート・サービス

（月１回の風呂ツアー、見守りな

ど） 

・市からの補助金等なし 

・ボランティアの会費を活動経費と

してあてている。） 

お助け隊・萱野てく

しー 

 

高齢者への買い物サポート・代行、

介護予防につながる無料送迎サー

ビス 

なし 

 

その他：箕面市登録ＮＰＯ「よってんか」が、萱野老人いこいの家の指定管理者となっており、

いこいの家を拠点としたサポート活動を実施。 
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③団地別高齢化の状況 

 

32

16

12

15

16

39

34

18

29

15

■高齢世帯の割合 ■高齢居住者の割合

65歳以上
単身世帯

どちらか
が65歳以
上の夫婦
世帯

左記合計
入居世帯
数

団地名
65-74歳
の入居者
数

75歳以上
の入居者
数

左記合計 入居者数

7 6 13 64 25 20 45 206
10.9% 9.4% 20.3% 100.0% 12.1% 9.7% 21.8% 100.0%
6 6 24 11 6 17 61

25.0% 0.0% 25.0% 100.0% 18.0% 9.8% 27.9% 100.0%
5 10 15 45 14 31 45 1

11.1% 22.2% 33.3% 100.0% 10.6% 23.5% 34.1% 100.0%
5 2 7 38 18 11 29 117

13.2% 5.3% 18.4% 100.0% 15.4% 9.4% 24.8% 100.0%
13 12 25 127 42 41 83 402

10.2% 9.4% 19.7% 100.0% 10.4% 10.2% 20.6% 100.0%
4 3 7 60 24 26 50 187

6.7% 5.0% 11.7% 100.0% 12.8% 13.9% 26.7% 100.0%
2 1 3 8 1 5 6

25.0% 12.5% 37.5% 100.0% 6.3% 31.3% 37.5% 100.0%
1 1 2 6 0 4 4

16.7% 16.7% 33.3% 100.0% 0.0% 33.3% 33.3% 100.0%
0 0 0 5 1 2 3

0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 6.7% 13.3% 20.0% 100.0%
1 1 2 7 2 1 3

14.3% 14.3% 28.6% 100.0% 12.5% 6.3% 18.8% 100.0%
2 3 5 15 4 4 8

13.3% 20.0% 33.3% 100.0% 10.3% 10.3% 20.5% 100.0%
1 2 3 12 5 0 5

8.3% 16.7% 25.0% 100.0% 14.7% 0.0% 14.7% 100.0%
0 0 0 7 2 0 2

0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 11.1% 0.0% 11.1% 100.0%
2 2 4 12 3 4 7

16.7% 16.7% 33.3% 100.0% 10.3% 13.8% 24.1% 100.0%
1 0 1 6 2 0 2

16.7% 0.0% 16.7% 100.0% 13.3% 0.0% 13.3% 100.0%
50 43 93 436 154 155 309 1,299

11.5% 9.9% 21.3% 100.0% 11.9% 11.9% 23.8% 100.0%

牧落住宅

トーシンコー
ポ箕面

ローズコート
箕面

合計

リヴィエール
白島

アネシス箕
面

ソレーユ関
西

グラシア箕
面

グラシア箕
面

ローズコー
ト箕面

合計

瀬川住宅

如意谷住宅

桜ヶ丘南住
宅

桜ヶ丘住宅

北芝住宅

メイプルコー
ト

アルセ箕面

パルコスモ
ス

リヴィエー
ル白島

アネシス箕
面

ソレーユ関
西

瀬川住宅

如意谷住
宅

桜ヶ丘南住
宅

パルコスモ
ス

桜ヶ丘住宅

北芝住宅

メイプル
コート

アルセ箕面

牧落住宅

トーシン
コーポ箕面
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５．検討経緯 

 

 

 

 

 

 

  

第１回 
検討会 

第２回 
検討会 

第３回 
検討会 

平成 18 年度 

平成 19 年度 

第４回 
検討会 

第５回 
検討会 

第６回 
検討会 

パブリック 

コメント実施 

５ 市営住宅等供給・管理方策の
検討 

 
・的確な市営住宅の供給方策の検討 
 

・市営住宅ストックの活用方針の検討

 

・団地コミュニティの支援の検討 
 
 

・施策の合理的な推進方策の検討 
 

地元協議会等 

ヒアリング 

４ 市営住宅等の役割の検討 
・箕面市の住宅セーフティネットのあり方について 

・市営住宅の役割について  ・その他の住宅の役割について 

・施策の方向性について 

６ 多角的な賃貸
住宅施策等の検
討 

・既存ストック(特優

賃･他の公共賃貸･

民間賃貸)の活用方

策等について 

・他の公共賃貸住宅

事業主体との連携

可能性について 

・民間賃貸住宅市場

環境整備への取り

組みについて 

 

２ 箕面市における住宅困
窮者像の検討 

・市営住宅入居者調査 

・市営住宅応募者調査 

・高齢者・障害者等の 

関係団体等ヒアリング調査 

１ 箕面市の住宅施策の実施状況 

・国の動向  ・社会情勢等 

・住宅関連施策 

・公的賃貸住宅の供給状況 

３ 箕面市（周辺）における
民間賃貸住宅の供給状況
の把握 

・民間賃貸住宅世帯の状況分析

・市場構造の分析 

※北摂西部エリア対象 

中間報告のとりまとめ・公表、意見募集 

地元協議会等 

ヒアリング 

ま と め 

Ｈ18 

10 月 6日

12月 14日

３月 2日 

Ｈ19 

7 月 4日 

Ｈ19 

11 月 16 日

Ｈ20 

3 月 25 日
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６．検討会メンバー 

 
 氏 名 専 門 備考 

座長 檜谷美恵子 住宅政策 大阪市立大学大学院生活科学研究科准教授 

メンバー 佐藤 由美 住宅政策 大阪市立大学都市研究プラザ特任講師 

 弘本 由香里 まちづくり 大阪ガス㈱エネルギー･文化研究所客員研究員 

 斉藤 弥生 福祉 大阪大学大学院人間科学研究科准教授 

 滝口 広子 法律 北浜法律事務所・外国法共同事業 

 永田 潤子 公共政策（経済） 大阪市立大学大学院創造都市研究科准教授 

 平田 真 関係団体（府） 大阪府住宅まちづくり部居住企画課参事 

 武藤 芳和 関係団体（障害） 障害者市民施策推進協議会より推薦 

 誓山 京子 関係団体（障害） 障害者市民施策推進協議会より推薦(H19.8 退任) 

 伊藤 義文 関係団地（障害） 障害者市民施策推進協議会より推薦(H19.8 就任) 

 蒲 隆夫 関係団体（人権） 箕面市人権協会より推薦 

 池谷 啓介 市民 論文審査により選出 

 中嶋 三四郎 市民 論文審査により選出 
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７．用語の解説 

○ 市営住宅（Ｐ1） 

箕面市が管理する住宅（公営住宅法に基づく公営住宅、住宅地区改良法に基づく改良住宅、こ

れらに基づかない中堅所得者向けの市単独住宅（牧落住宅））の総称。ただし、４章では、特記の

ない限り、市単独住宅（牧落住宅）を除いたものの呼称として使用している。また、４章以外で、

市単独住宅（牧落住宅）を除く場合は、「市営住宅（公営住宅・改良住宅）」と表記している。市

営住宅及び公的賃貸住宅、民間賃貸住宅等、住宅困窮者対策を担う住宅全体を示す場合には「市

営住宅等」と表記している。 

○ 公営住宅法（Ｐ1） 

地方公共団体が国の補助を受けて建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家

賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として昭和26

年に制定された法律。地方公共団体の公営住宅供給義務、国・都道府県の援助義務、家賃及び敷

金、管理義務、入居者の募集方法、入居者の資格、入居者の選考、収入超過者に対する措置、公

営住宅建替事業等に関して定めている。 

○ 住宅地区改良法（Ｐ1） 

不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設、そ

の他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的

な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進することを目的とし、昭和 35 年に制定された法

律。施行者、改良地区の指定、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設、改良住宅に入居さ

せるべき者、費用の負担及び補助等に関して定めている。 

○ 改良住宅（Ｐ1） 

住宅地区改良法に基づく住宅地区改良事業の施行によりその居住する住宅を失い、住宅に困窮

する者のために建設される住宅。 

○ 同和対策事業特別措置法（Ｐ2） 

すべての国民に基本的人権の享受を保障する日本国憲法の理念にのっとり、歴史的社会的理由

により生活環境等の安定向上が阻害されている地域について国及び地方公共団体が協力して行な

う同和対策事業の目標を明らかし、この目標を達成するために必要な特別の措置を講ずることに

より、対象地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与することを目

的とし、昭和 44 年に制定された法律。その後、昭和５７年に同法は失効し、新たに「地域改善

対策特別措置法」が５年間の時限立法として制定され、昭和６２年には地域改善対策の一般対策

への円滑な移行のための最終法として「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関

する法律」が５年間の時限立法として制定され、２回の延長を経て平成１４年３月に失効した。 
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○ 昭和 40 年同和対策審議会答申（Ｐ2） 

  昭和３６年１２月の内閣総理大臣による「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決す

るための基本的方策」の諮問に対し、昭和 40 年に政府審議会が“部落差別の解消が「国民的な

課題」であり、「国の責務である」”と明記した答申。 

  また、同和対策に関する法期限切れ後の施策のあり方について、本市の同和対策審議会が平成

１３年１０月に、「地域の状況や事業の必要性の的確な把握に努めた上で、所要の施策を講じてい

くことによって対応し、人権尊重を基調としたまちづくりを進めて行くことが望まれる。」との答

申を行い、地域の実情などを踏まえながら必要な事業等の精査に努めていくこととなっている。 

○ 市営借上住宅（Ｐ2） 

民間事業者等が建設した住宅を市が一括で又は一部を借上げ、市営住宅として供給するもの。 

○ 特定優良賃貸住宅（Ｐ3） 

「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成５年施行）」に基づき、民間の土地所有者

等が中堅所得者向けに一定の条件を満たして建設する優良な公共賃貸住宅。 

なお、平成19年に特定優良賃貸住宅と高齢者向け優良賃貸住宅等が統合し、地域優良賃貸住宅

となった。 

○ 都市再生機構（Ｐ3） 

平成 16 年 7 月、都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市開発整備部門が統合され、

設立した独立行政法人のこと。大都市や地方中心都市における市街地の整備改善や賃貸住宅の供給

支援、UR賃貸住宅（旧公団住宅）の管理を主な目的としている。略称は都市機構またはUR、愛

称はUR都市機構。 

○ 住宅建設計画法（Ｐ4） 

住宅の建設に関し、総合的な計画を策定することにより、その適切な実施を図り、もって国民

生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として昭和 41 年に制定された法律。住宅建

設五箇年計画（住宅建設計画法に基づき、国民の住生活が適正な水準に安定するまでの間、５年

ごとに作成される政府の住宅建設計画。計画には５年間に達成すべき居住水準・建設戸数、国及

び地方公共団体の施策など、住宅建設の目標を定め、特に公的資金による住宅の建設戸数を明ら

かにする。）等の実施についての国・地方公共団体・関係行政機関の責務等に関して定めている。 

しかし、国民の住生活が適正な水準に安定したため、平成 18 年 6 月に住宅建設計画法にかわ

る法律として住生活基本法が制定され、住宅建設計画法は廃止された。 
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○ 住生活基本法（Ｐ4） 

国民に安全かつ安心な住宅を十分に供給するための住宅政策の指針となる法律で、平成18年6

月に公布・即日施行された。 

住生活基本法の基本理念には、“①住生活の基盤である良質な住宅の供給”、“②良好な居住

環境の形成”、“③居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護.増進”、“④居住の安定の確

保”の4つが謳われている。また、国・地方公共団体、事業者の責務、関係者相互の連携及び協

力等、基本的施策が定められている。 

住生活基本法に基づき、施策の基本的方針、全国的見知からの目標、目標達成のための基本的

施策、政策評価の実施等を示した2015 年までの「全国計画」が平成 18年 9月に定められた。

また、この全国計画を踏まえ、区域内の施策の基本的方針や地域特性に応じた目標、目標達成の

ための基本的な施策、公営住宅の供給の目標量などを定めた｢都道府県計画（大阪府では大阪府住

宅まちづくりマスタープランとして策定）｣は平成19年3月に定められた。 

○ 住宅ストック（Ｐ4） 

既存住宅、あるいはある時点で存在しているすべての住宅のこと。 

○ 住宅セーフティネット（Ｐ4） 

「セーフティネット」とは、直訳すれば転落などを防止する安全網の意。ここでは、「住宅の確

保に特に配慮を要する者」が適正な居住水準の住宅を確保するための仕組み・機能のこと。 

○ 経営再生プログラム（Ｐ5） 

本市の危機的な財政状況の中で、持続可能な行政システムへの再構築を図り、市民と協働した

地方分権時代にふさわしいまちづくりを進めていけるよう、市政全般にわたる抜本的な改革の方

針をとりまとめ、平成１５年２月に策定したもの。現在は、本プログラムを補強した「箕面市集

中改革プラン」にて行政改革が実施されている。 

○ 集中改革プラン（Ｐ5） 

平成１５年２月に策定された箕面市経営再生プログラムに対する取り組みの成果と課題を整理

し、また、本市のおかれている現状や今後の見通しを見たとき、財政状況等は極めて深刻な状況

にあるため、箕面市経営再生プログラムを補強し、さらに自治体改革を進めて行くために、平成

１８年３月に策定したもの。 

○ ＮＰＯ（Ｐ5） 

Non-Profit Organizationの略。平成10年に制定された特定非営利活動促進法に基づき、

営利を目的とせず、社会貢献活動等を行っている団体のこと。 
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○ 公営住宅等整備基準（Ｐ7） 

公営住宅法第５条第１項及び第２項に基づき、公営住宅等を建設する際の仕様や設備水準など

を定めたもの。 

平成 14年５月には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく評価方法基準と整合を図

るための改正が行われた。品質確保の内容を大きく５つの項目に分け、それぞれの項目の中をさら

に小分類し、この分類別に公営住宅で整備すべき評価基準（等級）を設定している。５つの項目は

「劣化の軽減に関すること」「維持管理への配慮に関すること」「温熱環境に関すること」「空気環

境に関すること」「音環境に関すること」「高齢者等への配慮に関すること」である。 

○ 最低居住面積水準（Ｐ8） 

住生活基本法の全国計画で設定されている

もので、世帯人数に応じて、健康で文化的な住

生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面

積に関する水準。 

○ 誘導居住面積水準（Ｐ8） 

住生活基本法の全国計画で設定されているもので、居住ニーズの実現にあたって参考となる居住

水準。一般型と都市居住型に区分される。 

世帯人員 住生活基本計画での水準（新） 

１人 25 ㎡ 

２人 30 ㎡ 

３人 40 ㎡ 

４人 50 ㎡ 

５人 57 ㎡ 

６人 66.5 ㎡ 

＊6歳未満の者は 0.5 人として算定。 

○ 応能応益方式（Ｐ9） 

公営住宅の家賃制度を示し、入居者の収入に応じて設定される応能部分と、住宅の立地・規模・

経過年数・利便性などの応益部分から家賃を算定する制度。 

○ 収入超過者（Ｐ11） 

公営住宅に引き続き３年以上入居している者で、かつ政令で定める基準を超える収入のある者。 

○ 高額所得者（Ｐ11） 

公営住宅に引き続き５年以上入居している者で、最近２年間は収入超過者の収入基準よりさら

に高額の収入のある者。 

○ 収入分位（Ｐ11） 

総務省の貯蓄動向調査において、全世帯を収入別に分布させたもの。例えば、収入分位25％とい

った場合には、全世帯を収入の低い順に並べていって、全世帯の中で収入の低い方から４分の１

（25％）番目に該当する収入をいう。 

○ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）（Ｐ17） 

直訳すると｢家庭内暴力｣であるが、日本で家庭内暴力というと、子供が親に対して振るう暴力

と取られがちなため、｢夫や恋人からの暴力｣と訳されている。 

ＤＶは身体的暴力や性的暴力だけでなく、心理的暴力、言葉の暴力、経済的暴力、社会的隔離

（妻の外出（特に夜間や休日）を有形無形に妨害するなど）も含まれる。 
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○ 障害者自立支援法（Ｐ18） 

「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができる」ために平成 17 年に制定された法律。障害の種別にかかわらず、障害のある人々

が必要とするサービスを利用できるよう、サービス利用の仕組みを一元化し、サービス体系の再

編を行うとともに、利用者は利用量と所得に応じた負担を行うこととなった。 

○ 療養病床の再編（Ｐ18） 

平成 18 年 6 月に成立した｢医療制度改革関連法｣に基づき、現在、介護保険適用と医療保険適

用に分かれている療養型病床を再編するもの。平成24年度の介護療養型医療施設の廃止までに、

現在 38 万床ある療養病床は、医療の必要度の高い患者を受け入れるもの 15 万床に限定して医

療保険で対応し、医療の必要性の低い患者 23 万床については、病院ではなくケアハウス等の居

住系サービスや老健施設、または在宅療養で受け止めることとなる。 

○ 旧耐震基準（P19） 

建築基準法の耐震基準は、これまで数回にわたり改訂されてきたが、そのうち昭和 56 年の大

幅な改訂以前の基準のこと。 

○ 近傍同種家賃（Ｐ35） 

公営住宅法に基づき、民間賃貸住宅の家賃とほぼ同程度になるように算定され、入居者が支払

う家賃の上限となるが、特に収入超過者や高額所得者の家賃算定の基礎として位置づけられる家

賃。 

○ 収入額等認定（Ｐ35） 

公営住宅法第 16 条の規定に基づき、家賃を調定するため、毎年度、事業主体に対して入居者

が収入を申告し、収入額の認定を受けること。 

○ 滞納整理要領（Ｐ35） 

平成16年に、箕面市が家賃等の滞納整理事務を適切に処理するために必要事項を定めたもの。 

○ 公共施設耐震化計画（P37） 

平成 17 年 11 月の「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正に伴い、住宅及び不特定

多数が利用する特定建築物の１０年後の耐震化目標率を９０％とする国の基本方針を踏まえ、本

市においても平成 27 年度に全公共施設の耐震化率９０％以上を目標とする計画を平成 20 年５

月に定めるもの。 

○ 耐震診断（Ｐ37） 

地震による倒壊を未然に防ぐため、地震により既存の建物に倒壊の恐れがあるかないかを把握

すること。 

○ ストック総合活用計画（Ｐ37） 

既存の公営住宅等を適切に改修や維持保全或いは建替えを行うことにより、総合的に有効活用す

るための計画で、箕面市では平成15年度に策定した。 
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○ フォーマル・インフォーマルサービス（P38） 

フォーマルサービスとは国や地方公共団体など公的機関が行う、法律などの制度に基づいた福

祉や介護サービスのこと。これに対し、インフォーマルサービスとは、近隣や地域社会、ボラン

ティアなどが行う非公式的な援助のこと。 

○ 地域包括支援センター（Ｐ38） 

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民

の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、高齢者に関する総合的支

援、権利擁護、介護予防ケアマネジメントをはじめとする包括的支援事業等を地域において一体

的に実施する役割を担う中核的機関として設置するもの。市が責任主体となる。 

○ アウトソーシング（Ｐ42） 

外注、外製ともいい、企業や行政の業務のうち専門的なものについて、それをより得意とする

外部の企業等に委託すること。 

○ 定期借家権（Ｐ43） 

借地借家法に基づき、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約

が終了するもの。したがって、家主、借家人双方で再契約の合意ができなければ、借家人は引き続

きその建物を賃借することはできない。 

○ 生活保護世帯（Ｐ43） 

憲法第 25 条に規定する生存権の理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その

困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障すると共に、その自立を助長

することを目的として、生活保護法に基づき、生活保護を受けている世帯のこと。保護の種類に

は生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の 8 種

類がある。 

○ ＵＲ賃貸住宅（Ｐ43） 

都市再生機構が供給・管理する中堅所得者向けの公共賃貸住宅。 

○ サブリース（Ｐ44） 

又貸し、転貸のこと。特に不動産賃貸に関して用いられることが多い。 
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